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論 文 要 旨 
 

学籍番号 81833597 氏 名 濱田 章裕 
 

論 文 題 目： 
中規模事業場における産業保健活動の問題と解決策：多職種連携の観点から 

 
 
 
 

（内容の要旨） 
 本研究では、産業保健スタッフへのインタビュー調査により産業保健を取り巻く現状と課題を

明らかにし、安全衛生面に関する予算や人材が必ずしも十分でない中規模事業場において産業保健

活動を活性化していく上での 4つの問題点を導出し、それに対する解決策を提案するとともに、学

識経験者へのインタビュー調査によりそれらを検証し、提言することを目的とする。 

 近年、職域における健康問題の多様化や、ストレスチェックテストの義務化、働き方改革関連法

案など、産業保健を取り巻く環境は大きく変化しており、それに伴い産業医をはじめとする産業保

健スタッフに求められる役割も多様化し増加しつつある。 

 中規模事業場では産業医活動の時間的制約が大きく、限られた人的資源、決して十分ではない経

済基盤のもと、近年の産業保健業務の多様化・増加も相まって、十分に産業保健活動が行われてい

ない現状が考えられる。 
 本研究では都内の事業場（業種や規模は問わない）において産業保健スタッフとして勤務してい

る産業医、産業保健師、人事労務スタッフ（あるいは衛生管理者）、および従業員支援プログラム

業者に対して、日々の産業保健活動における問題や課題についてインタビュー調査を行い、発言内

容を分析する質的研究法（主に KJ 法）により、「中規模事業場において産業保健活動を活性化して

いく上での 4つの問題要素」を導出し、それぞれに対して限りある資源を有効活用しながら、合理

的・効果的な事業推進を図れるような解決策を提案した。 

 次に、それらの問題要素と解決策の提案をもとに学識経験者へのインタビュー調査を行い、6段

階評価でそれらを検証した。 

 最後に、本研究で得られた調査結果をもとに、中規模事業場における今後の産業保健活動のあり

方について提言した。 

 

 

キーワード（5 語） 
中規模事業場・産業保健活動・産業保健スタッフ・多職種連携・活性化 
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SUMMARY OF MASTER’S DISSERTATION 
Student 

Identification 
Number 

 
81833597 

 
Name 

 
Akihiro Hamada 

 

Title    
Problems and Solutions of Occupational Health Activities in Medium-Sized Enterprises 

:In terms of Interprofessional Collaboration 
 

Abstract 
    This study aims to clarify the current situation surrounding occupational health issues 

through interviews with occupational health staff in medium-sized enterprises where the 

related funds and human resources are not always sufficient. So, this paper tries to pick up 

problems, propose solutions for them, and then verify those problems and solutions through 

interviews with academic experts.  

    In recent years, the environment surrounding occupational health issues has changed 

drastically in consequence of diversified problems at work places, the introduction of 

mandatory stress check tests, and the enforcement of work-style reform law. The roles 

required of occupational health staff, including occupational physicians, are also being 

diversified and enlarged. At medium-sized enterprises, occupational physicians’ activities are 

severely restricted by available amount of time, human resources and funds.  

    In this study, we interviewed occupational physicians, occupational health nurses, 

corporate human resources managers（and/or Health Supervisor）, and EAP (Employee 

Support Program) contractors working as occupational health staff at enterprises located in 

Tokyo, regardless of their fields or size. We asked them about problems and opinions in their 

daily occupational health activities and used qualitative research method (KJ (Jiro Kawakita) 

method) to analyze the content of the interviewees’ remarks. As a result, we identified four 

major problems in promoting occupational health activities in medium-sized enterprises. 

Then, we proposed solutions that can help rational and effective promotion of occupational 

health while making the best of limited conditions. Next, based on these identified problems 

and our proposals for their solutions, we conducted interviews with academic experts, and 

verified them with a six-level evaluation. 

    Finally, based on the survey results obtained in this study, we proposed future 

occupational health activities in medium-sized enterprises. 
 

Key Word(5 words)   
medium-sized enterprises,  occupational health activities,  occupational health staff, 
interprofessional collaboration,  activation 
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第 1 章 序論 

1.1 本研究の背景 

 近年、職域における健康問題の多様化や、ストレスチェックテストの義務化、働き

方改革関連法案の施行など、産業保健を取り巻く環境は大きく変化しており
(1)

、それ

に伴い産業医をはじめとする産業保健スタッフに求められる役割も多様化し増加し

つつある
（2）

。 

 現行の労働安全衛生法では 50 人以上の事業場で産業医の選任が義務付けられてい

る。そのうち 50 人以上 1000 人未満の事業場では嘱託産業医を、1000 人以上の事業場

では専属産業医の設置が義務づけられている。産業医である筆者は現在、都内の製薬

会社にて専属産業医として、運送会社にて嘱託産業医として、日々産業保健業務に従

事している。前者の製薬会社では約 3000 人の従業員が働いており、産業保健スタッ

フに関しては、人事労務スタッフや衛生管理者は複数人在籍し、常勤の産業保健師も

所属しているなど産業保健スタッフの人的資源には事欠かない。産業医としての業務

内容に関しては、度重なる法改正により、日々の産業保健業務のほとんどを面接が占

めるようになり、各ステークホルダーとの事前・事後の情報共有や指示伝達を行う場

面が増えてきているものの、概ね問題なく業務を遂行できている。一方、後者の運送

会社では 50〜100 人の従業員が働いている。そこでは法律で定められているはずの産

業保健スタッフの選任が遅れている状況、時間の制約上従業員からの相談に十分対応

できていない状況、人事労務スタッフをはじめとする関係部署との連携が不十分な状

況があるなど、産業保健業務を十分に遂行できているとは言い難い。 

 中規模事業場（従業員数 50 人以上 300 人未満）（3）
における産業保健活動は、この

ような限られた時間の中で、限られた人的資源と、決して十分ではない経済基盤のも

と、昨今の産業保健業務の多様化・増加も相まって、一層深刻なものになっていると

考えられる。 

 

これらの背景を下の図 Iに示す。 
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図 I本研究の背景 
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1.2 本研究の目的 

 本研究では、産業保健スタッフおよび従業員支援プログラム（以下、「EAP」と省略

する）業者へのインタビュー調査により産業保健を取り巻く現状と課題を明らかにし、

安全衛生面に関する予算や人材が必ずしも十分でないとされる中規模事業場におい

て、産業保健スタッフ間の多職種連携という観点から、産業保健活動を活性化してい

く上での問題点を抽出し各々に対する解決策を提案するとともに、学識経験者へのイ

ンタビュー調査によりそれらを検証することを目的とする。 

 

具体的には、                                                                                                                                       

・最初に、中規模事業場における産業保健スタッフ間の連携に着目し、産業保健活動

を活性化していく上で、現状の体制ではどのような問題が生じやすいかを明らかにす

る。 

・次に、それらの問題点を踏まえ、先行研究やインタビュー内容、自らの知見をもと

に、限りある資源を有効活用しながら合理的・効果的な事業推進を図れるような解決

策を提案する。問題点と解決策について、産業保健分野に関わる学識経験者へインタ

ビュー調査によりそれらの妥当性と有効性を検証する。 

・最後に、検証結果をもとに、中規模事業場における今後の産業保健活動のあり方に

ついて提言する。具体的には、今後、中規模事業場において、産業保健活動を新たに

開始しようとする、あるいは、改善を試みている現場の産業保健スタッフに対して、

法律には記されていない産業保健活動を活性化するための“一思案”のようなものを

提言できればと考えている。 
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1.3 本研究の意義 

 

図 II 主要な先行研究・文献と本研究との領域比較 

 

 2015 年 12 月の労働安全衛生法の法改正に伴うストレスチェックテストの義務化以

降、現場でのメンタルヘルス対策に関わる需要が増え、それに伴い関連研究も増えて

きている。 

 また当初は産業医などの専門職の観点からの研究が多くを占めていたのに対し、近

年では事業者側や管理者側の対策への意識調査を扱った研究も増えてきている。本章

ではそのような先行研究・論文を紹介しつつ、自らの研究の新規性について説明する。 

 現在までに、産業医や産業保健師など特定の職種の産業保健活動について調査した

研究や文献は数多く認める。日本医師会の『産業保健委員会答申』
（4）

によると、スト

レスチェックテストの義務化以降、産業医業務の質的量的変化や企業側からのニーズ

の変化、産業医自身の負担が増加しつつある背景などが明らかになった。また、湯川

ら
(5)

や石田ら
（6）

の研究では、法律上の設置義務はない産業保健師の、復職支援プロ

セスやステークホルダー間の調整機能役としての有用性が示されている。近年では中

小規模事業場における産業保健活動の支援を目的とした地域産業保健センターや、今

後期待される新たな職種としての産業ソーシャルワーカー等に関わる研究や文献も

増えてきている。 
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 一方、産業保健活動における多職種間のチーム連携に関する研究としては、福田
（7）

が産業医と他職種の連携について、ワークショップや勉強会を通して培った知見をも

とに、産業医と保健師との連携の必要性や具体的な連携方法を示している。2019年 5

月には、厚生労働省から『産業保健活動をチームで進めるための実践的実例集（以下、

『実例集』と省略する）』
（8）

が出されたことにより、産業保健スタッフのみならず管

理監督者を巻き込んだ対処方法などが具体的に示されることになったが、本実例集で

は産業医や衛生管理者以外にも産業保健師の雇用など、産業保健に係る職種が程度あ

る揃い、連携ができる職場であることが前提とされており、そもそも経済基盤が不安

定で人的資源が限られているような中規模事業場に応用して活用することは難しい

と考えられる。 

 以上より、特定の専門職から見た産業保健活動の研究や、ある程度大規模の事業場

において産業保健活動をチームで推進することの必要性について記した研究は認め

ているが、中規模事業場やそれより小さい小規模・零細企業における産業保健スタッ

フ間の連携、しかも産業保健スタッフという一つのチーム活動という観点から、さら

には産業保健活動におけるスタッフ内の連携に着目した研究は認めていない。 

 中規模事業場における産業保健活動の活性化とそれを阻む問題については、各専門

職からの視点のみでは解決できないと考えられる。故に、本研究の新規性は、これら

の問題を本質的に解決しその有用性を増すためには、産業医をはじめとし様々な職種

との連携が必要であるということを明らかにするものである。 

 また、このような多職種連携に重きを置いた産業保健活動は、本来、産業医選任義

務がない 50 人未満の小規模・零細企業への産業保健的アプローチ方法のヒントを模

索するためにも役立てると考えられる。 

各先行研究の詳細については 2.2 先行研究の章で後述することとする。 
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1.4. 本研究の構成 

 本章に続く第 2章では、産業保健スタッフおよび EAP業者へのインタビュー調査に

て得られた回答をもとに、各質問項目に対する傾向を説明、次に「中規模事業場にお

いて産業保健活動を活性化していく上での問題要素」について、主に KJ 法
(9)

を用い

て分類と編成を繰り返しグルーピングし、最終的に 4つの問題要素にまで絞り込む過

程を記す。 

第 3章では、前章で導出された問題要素とその解決策を提案する。 

第 4章では、それらの問題要素と解決策について、先行研究、参考文献、インタビュ

ー内容、および自らの知見等を用いて解説する。 

第 5章では、問題要素と解決策について学識経験者にインタビュー調査することでそ

の妥当性と有効性について検証し、その結果をもとに考察する。 

第 6章では、結論と提言および今後の展望を記す。 

 

 

本研究の構成を示したものが下の図 IIIである。 

 

 

図 III 本研究の構成 
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1.5. 用語の定義 

 ①法律関連、②産業保健スタッフ、③事業規模、④事業場外資源および業務内容に

関する用語の定義を、主に『産業保健活動をチームで進めるための実践的実例集』、『職

場における心の健康づくり〜労働者の心の健康の保持増進のための指針〜』
（10）を参

考に、以下に記す。 

 

①法律関連に関して 

・労働安全衛生法：1972（昭和 47）年に、労働基準法の安全衛生に関する規定や新た

に加えた規定をまとめて、労働安全衛生法が施行された。現在の労働衛生の基本とな

る労働衛生の管理体制、3 管理（健康管理、作業管理、作業環境管理）と労働衛生教

育が明確になった。2006（平成 18）年 4月の労働安全衛生法の改正では、過重労働対

策の一つとして「長時間労働者への医師による面接指導の実施」が義務付けられた。

すべての事業場が対象となり、2年の猶予期間を経て、2008（平成 20）年 4月からは

労働者が常時 50 人未満の事業場であってもこの内容が義務づけられた。さらに、2014

（平成 26）年 6月の労働安全衛生法の改正では「ストレスチェック制度」が義務づけ

られ、産業医も実施者として一次予防の一翼を担うことが期待されている。 

 

・働き方関連法案：2019（平成 31）年 4月１日より順次施行されるようになった。要

とされる 3つの柱のうち、第 2の柱「長時間労働の是正との実現多様で柔軟な働き方

の実現等」では、労働安全衛生法の改正について明記されており、産業医・産業保健

機能と長時間労働者に対する面接指導等の強化について言及されている。中でも、産

業医の独立性・中立性の強化、産業医への権限・情報提供の充実・強化、産業医の活

動と衛生委員会等との関係の強化が義務づけられたことにより、労働者の健康保護の

ため、改めて産業医の機能強化（属性や権限の明確化など）を前面に出し、職場での

健康安全文化を構築させようという狙いがある。 
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②チームとしての産業保健スタッフとそれぞれの職種について 

 図 IV は産業保健スタッフと各ステークホルダーの関係性とその機能を示した図で

ある。 

 

 

図 IV  

 

産業保健スタッフ：産業保健に関わるスタッフの総称であり、事業場内資源とも言わ

れる。メンバー構成に関して明確に示されたものはないが、厚生労働省によると、人

事労務スタッフ、産業医、衛生管理者、保健師等が主なメンバーとして挙げられてい

る。このうち、産業医、衛生管理者に関しては労働安全衛生法にて一定以上の規模の

事業場では選任義務が定められている。 

 

・産業医：労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、一定の

要件を備えた医師であり、業種を問わず常時 50 人以上の労働者を使用する事業場で

選任しなければならない。産業医は、産業保健チームにおいてその専門性からリーダ

ーシップを発揮することが期待される。産業医の職務は労働安全衛生規則第 14条第 1

項第 1号から第 9号までに定められている。これらの職務は、産業医に遂行すること

が求められているが、その全てを産業医のみで実施しなければならないということは

なく、適宜、他の専門職の協力を得ることで、より効果的・効率的に実施することが

期待される。 
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 本邦では医師免許所得後に産業医を目指す場合、日本医師会または産業医科大学に

よる研修を受け、それぞれが認定する産業医の資格を得るのが一般的とされている。  

 こうした産業医の有資格者数は現在 9万人と言われる。現在、産業医の選任義務を

持つ労働者50人以上の事業場は合計約16万4000ヵ所で選任率は87.0%となっている。 

 

・保健師：産業保健分野で活動している保健師は、医療・保健に関する専門的な知識

を持ち、かつ事業場の衛生に関わる技術的事項の管理者として衛生管理者に求められ

る要件を保持し、産業保健活動を実践している専門職である。保健師は、職場の健康

課題引いては事業場全体の健康課題にも取り組む等の集団的なアプローチと、所見の

有無にかかわらず、労働者個人の健康度に合わせた対応など個々のアプローチの両方

で事業場の労働者の健康管理を支援している。また、事業場の労働者から気軽に相談

できる身近な専門職であることが多く、専門性と合わせて産業保健活動の中で、重要

な役割を担っている。 

 

・看護師：事業場の看護師も産業保健分野で活躍している職種である。保健師と看護

師は異なる専門性を持っているため、保健師と看護師とで実施する活動を分けている

職場もある。  

 

・公認心理師：メンタルヘルスに関する専門職であり、個別相談や研修等の活動を行

う。 

 

・衛生管理者：衛生管理者は、業種に関係なく常時 50 人以上の労働者を使用する事

業場で選任しなければならない。衛生管理者は事業者の指揮下に、特に衛生に関わる

技術的事項を管理する。衛生管理者には、労働衛生に関する専門的な知識を活かし、

現場の状況に沿って産業保健活動を進めることが求められる。また、衛生管理者には

産業医・専門職・労働者・所属長等との調整、各種事務手続き等の役割を担うことも

求められる。なお、保健師が衛生管理者を兼務しようとする場合、試験は免除され、

申請手続きのみで働くことができる。 

 

・事業場における健康管理の担当者（人事労務スタッフ等）：産業保健チームの一員

として、主に労働者や事業場関係者・部署との調整等を行うことが多い。 
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③事業規模に関して 

・小規模事業場：本邦における全事業所の約 97%を占める
（11）

。常時使用する労働者

数 50 人未満の事業場のこと。労働安全衛生法上、産業医選任義務はない。 

・中規模事業場：中央労働災害防止協会の『安全用語辞典』
（12）

によると、常時使用

する労働者数 50 人以上 300 人未満（業種により異なる）の事業場のこと。産業保健

スタッフとして衛生管理者や嘱託産業医の選任が義務付けられているが、いずれも専

従ではない。本研究では業種問わず、労働者 50 人以上 300 人未満の事業場を広義の

中規模事業場と定義する。 

 

④事業場外資源に関して 

・産業保健総合支援センター地域窓口（通称、地域産業保健センター）：独立行政法

人労働者健康安全機構が運営する監督署管轄区域に設置されている地域窓口のこと。

労働者数 50 人未満の小規模事業者やそこで働く方を対象として、労働安全衛生法で

定められた保健指導など産業保健サービスを無料で提供している。主なサービス内容

は、長時間労働者への医師による面接指導の相談、健康相談窓口の開設、個別訪問に

よる産業保健指導の実施、産業保健情報の提供、が主なものとして挙げられている(13)
。 

 

・EAP（従業員相談窓口）：EAPとは「Employee Assistance Program」の略であり、日

本語では通常「従業員支援プログラム」と訳されている。これは従業員の精神的身体

的健康に焦点をおき、直接的・間接的に作業に影響を与える諸問題を処理することを

目指すものである。もともとは米国の労働組合においてアルコール依存症者からの回

復者が、同じ病態の組合員を支援した活動に端を発した仕組みである。その後は、従

業員の労働生産性を阻害するさまざまな要因を取り除き、個人の労働パフォーマンス

を最大限にしようとする「生産性向上」の観点から発展し現在に至る。 

 本邦では、その形態から、企業内部に設置される「内部 EAP」と、社外の専門機関

と契約を結んでサービスを受ける「外部 EAP」がある。内部 EAP では担当者はその企

業に所属しているので、問題の背景にある要因について推察しやすい。また各部署と

連携できれば社内の職場環境へも精神保健的観点から影響を与えやすい、といった長

所があるが、プライバシー保護に関して対象となる従業員本人の理解を得にくいとこ

ろがある。一方、外部 EAPでは、従業員およびその家族は個人負担なしで専門的なサ

ービスを受けることができ、プライバシー保護についても従業員に納得してもらいや

すい、という利点がある反面、人事制度や職場環境へ影響を与えるためにはかなりの

工夫と努力をしなければならないという面もある。 
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 EAP のサービス対象になるのは、EAP サービス機関と契約をした企業の従業員とそ

の家族である。具体的な活動として、1)心の健康問題に関する評価、2)電話・メール・

対面面談等による相談対応、3)メンタルヘルス・ストレス等の問題に対する適切な医

療機関・相談機関への紹介、4)管理監督者・人事労務担当者等に対して行うコンサル

テーション（助言・指導）、5)労働者・管理監督者・人事労務担当者に対するメンタ

ルヘルス・ストレス教育,EAPサービスの適切な利用に関する教育、6)カウンセリング、

7)危機介入 、8)組織に対する、労働者のメンタルヘルスおよび職業性ストレスに関

するコンサルテーション、9)EAPサービスの効果に関する評価、10)事業場内産業保健

スタッフ等に対する教育・研修など 

 以上 10項目
(14)

が EAPの主な活動内容であるが、多くの EAPサービス機関において

提供できる機能は非常に限定的で偏っているのが現実である。 

 本研究では EAP 業者の範囲を、EAP サービスを提供する企業を経営している人、も

しくは、EAPサービスを提供する企業の従業員、と定義する。 

 

⑤業務内容に関して 

・ストレスチェックテスト：厚生労働省『地域産業保健センターについてのご案内』

（15）
によるとその目的は、一次予防を主な目的とする（労働者のメンタルヘルス不調

の未然防止、労働者自身のストレスへの気づきを促す、ストレスの原因となる職場環

境の改善につなげる、３点が挙げられている。主な内容として、「・常時使用する労

働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ス

トレスチェックテスト）を実施することが事業者の義務となる（労働者 50 人未満の

事業場については当分の間努力義務） ・検査結果は、検査を実施した医師、保健師

等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供されることは禁止され

る。 ・検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師によ

る面接指導を実施することが事業者の義務となる。また、申出を理由とする不利益な

取扱いは禁止される。 ・面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ

就業上の措置を講じることが事業者の義務となる。」が挙げられる。 
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第 2 章 

産業保健を取り巻く現状と課題 

2.1 本邦における産業保健体制 

  産業保健とは、産業医学を基礎とし、働く人々の生き甲斐と労働の生産性向上に寄

与することを目的とした活動である。本邦における産業保健活動は労働安全衛生法に

より規定されている。同法は、労働者の安全と健康の確保と快適な職場環境の形成を

目的に、主として事業者が実施しなければならない事項を規定しており、労働基準監

督署がその条文に基づいて全国一斉的に取締りを行っている。同法の原型となったの

は 100 年以上前の工場法であるが、当時は特定の職業、作業に特有の職業病を主な対

象として、それらの環境要因、人的要因などについて原因究明と対策を行ってきた経

緯があるが、時代の変遷とともに対象となる疾病や、産業医をはじめとする産業保健

スタッフに求められる役割も変化しつつある。 

 本邦では 1972 年に労働安全衛生法が施行されたが同時期の産業別就業者数の推移

の構成比（16）
によると、第三次産業が第二次産業を 10 数ポイント上回っていた。し

かし 2015 年になると第三次産業は第二次産業の約 3 倍の割合となり、労働者の 7 割

以上が流通、IT、サービスといった第三次産業に従事するようになった。かつては、

労働災害も身体的なものが多かったのに対し、昨今では、職場のストレスや人間関係

などから生じるメンタルの問題やハラスメントといったものが多くを占めるように

なった。またこれに加え、2014 年労働安全衛生法の一部改正にともない、労働者に対

するストレスチェックテスト及び面接指導の実施の義務化や、2019年働き方改革関連

法案の施行により、産業医の権限強化ならびに面接指導の強化が規定されるようにな

るなど産業医をはじめとする産業保健スタッフの業務は今後さらに増していくだろ

うとされている。 
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2.2. 先行研究 

 先行研究に関しては、「企業側の需要と産業医不足」、「産業保健業務の増加と嘱託

産業医の滞在時間」、「多職種連携」、「中小規模事業場の産業保健活動」、「産業医の働

き方」についての研究が認められた。以下にその要旨を記す。 

 

①企業側の需要と産業医不足： 

 2006 年の『工業統計表』によると我が国の 421万企業のうち中小企業は 99.7%を占

めるという。現在、産業医資格を保有している医師は全国で約 9万人いるとされるが、

実働しているのは約 3万人程度とされ、企業側の需要と産業医数とが合致していない

現状が明らかになってきた。また、『平成 22年労働安全衛生基本調査』
(18)

によると、

産業医の選任義務がある事業場における産業医の選任状況として、約 87%が選任して

いるのに対し、実に 2万ヵ所もの事業場で選任していない現状が明らかになった。 

 

②産業保健業務の増加と嘱託産業医の滞在時間： 

 2015 年に日本医師会が産業医を対象に実施したアンケート調査の結果
（19）

による

と、産業医活動を行うに当たっての課題として、「業務の量が増えている」、「事業場

内の他部門との連携が必要な業務が増えている」、「事業場内の専門的なスタッフが不

足している」と言った回答が上位を占めた。平成 30 年に株式会社 Mediplatが実施し

たアンケート調査
（20）

にて、産業医に求められる役割に対応しきれると思うか、とい

う問いに対し、専属（常勤）産業医の 34%が、嘱託（非常勤）産業医の 43%が、「対応

しきれる自信がない」と回答している。特に嘱託産業医の選任のみが義務付けられて

いる 50 人以上 1000 人未満の事業場では産業医の平均滞在時間が 2-3時間/月と非常

に短くこれらの傾向が強いと考えられる
（21）

。 

 また、『平成 22年労働安全衛生基本調査』によると、長時間労働者への面接指導を

実施した割合は1000人以上の事業場では 86.7%が実施済みなのに対し、50人以上1000

人未満の事業場では 14.5%から 66.1%と非常に低値であり、規模が小さくなるにつれ

低下する傾向にある。面接を実施しなかった理由として、「医師等の確保が難しかっ

たため」、「面接時間を与えられなかったため」という理由が上位を占めていた。 

 以上の調査からわかるように、産業保健業務が増加してきているにもかかわらず、

嘱託産業医で捌ける業務量には限界があるという現状が明らかになってきている。 
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③多職種連携： 

 湯川らの研究
(5)

では、産業看護職という観点から、復職支援における連携のあり方

について分析し、連携に必要な機能・役割を示す 20 のカテゴリーと、その機能・役

割を担うべき 6 つの資源を明らかにした。また、石田らの研究
(6)

では企業における 1

人配置の保健師のヘルスケア実践事例から、調整機能に関わる 3つの要素（組織的か

つ柔軟な体制作り、管理者と従業員間の心的融合、他企業保健師との情報交換）の相

互連動が部署間の横の連携を強化し、健康に係る職場風土の活性化を促すことを明ら

かにした。また、福田の研究
(1)

では、中小規模事業所における産業保健のあり方とし

て、産業医と保健師の連携のベースにした産業保健体制の有用性について明らかにし

た。 

 これらの 3つの研究はいずれも中規模から大規模事業場を対象としたもので、連携

をキーワードにしたものであるが、あくまで特定の職種を軸とした連携についてしか

触れられておらず、本研究のように産業保健スタッフ全体を一つのチームとして、か

つ人事労務スタッフと産業保健スタッフと連携について記したものではない。 

 また、厚生労働省の『産業保健活動をチームで進めるための実践的実例集』は産業

保健スタッフのみならずその他の職種との連携に重きを置いた指針である。主要な産

業保健業務における各職種との連携方法についてフローチャートや関係図を用いて

わかりやすく解説してある。しかし、ストレスチェックの実施フローや各部署との結

果の共有、健康診断の受診推奨など、に関しては保健師を雇用していることが前提と

して記載されているため、中規模事業場の現状にはそぐわない点多く、どちらかとい

うと比較的大規模な、産業保健スタッフが豊富に在籍しているような事業場を対象と

したものと考えられる。 

 

④中小規模事業場の産業保健活動： 

 池上らの研究
(22)

では、嘱託産業医が作成した活動記録をもとに、事業場規模別（と

りわけ第三次産業や小規模事業場）の産業医活動の課題を調査した。社内外の関係者

間の連携が少ない理由として、嘱託産業医の出務回数や 1事業場あたりの産業医活動

に要する時間が非常に少ないことを指摘した。第三次産業や小規模事業場における嘱

託産業医の働き方について調査した研究だったが、産業医という特定の職種に限定さ

れていた。 

 また、中谷らの研究
(23)

では、地域産業保健センターに所属する保健師や看護職の

雇用や業務という立場から、小規模事業場における産業保健業務について調査した。  

 そこで、地域産業保健センターに所属している看護職は、非常勤雇用であることや
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衛生管理者の免許を持たないことなどから、活動内容に限りがあることを指摘した。  

 本邦では 50 人未満の小規模事業場では地域産業保健センターのサポートを受け産

業保健活動を実施するよう推奨されているものの、同センターでも小規模事業場に対

してメンタルヘルス相談を始めとする十分なサービスを提供できていない現状が明

らかになった。 

 

 

⑤産業医の働き方： 

 寺田らの研究
(24)

では、本来、中小規模事業場の地域産業保健活動の担い手である

日本医師会認定産業医を所得している開業医もしくは勤務医の活動実態を明らかに

した。中でも、事業場を受け持っている開業医もしくは勤務医のうち、彼らの業務全

体に占める産業医業務割合は 11.2±17.6%だった。安全衛生委員会や職場巡視への出

席を困難にしている原因は、「事業場からの要請がない」が最多で、ついで「本務（診

療等）が多忙で実施する時間がない」であった。地域産業医自身が満足しているか否

かについて、「満足している」「不満である」がほぼ同数であったのに対し、事業場側

が満足しているか否か（地域産業医から見て）については、約 8割が「満足してもら

っていると思う」と回答していた。 

 研究がなされた 2005 年当初は現在のように産業医業務が厳格化されておらず、「名

義貸し」がまかり通っていた時代だと考えるが、本インタビュー調査で明らかになっ

たように未だに当時のような感覚で産業医業務を担っている開業医もしくは勤務医

が存在することや、それを容認している企業があることも否めないと考える。 
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2.3 研究方法 

  主な研究方法として、その研究対象により「質的研究」と「量的研究」がある。質

的研究では、現象の質的理解や説明、あるいは解釈などを、データ（当人の会話や観

察など）そのものに語らせる。一方、量的研究では、現象の量的理解を目指し、要素

と要素間の関係や蓋然性（確率など）で表現する。質的研究ではプロセスや物事が起

こる文脈を重視するのに対し、量的研究ではすでに起こったことをアンケート調査や

統計などを用いて数量化する。 

 本研究では、事業場における産業保健活動を多職種での連携と捉え、インタビュー

調査を通して、各職種間のやりとりの中でどのような事柄（現象）がその障壁となっ

ているのか、もしくは活性化に繋がっているのか、という質的解明を目指そうと考え、

質的研究として取り組んでいくこととする。 

 具体的な研究の流れとして、都内の事業場（業種や規模は問わない）において産業

保健スタッフとして勤務している産業医、産業保健師、人事労務スタッフ（あるいは

衛生管理者）、および EAP業者に対して、日々の産業保健活動に関わるインタビュー

調査を行いその発言内容を聴取する。なお、インタビューの技法としては、あらかじ

め質問項目を用意するが、興味深い事項については深掘りできるよう半構造化インタ

ビューを用いることとする。 

 次に、インタビュー調査で得られた発言内容について質的研究法（グラウンデッ

ド・セオリー・アプローチ（以下、「GTA」(25)
省略する）の一部と KJ 法）を用いて、

グループ編成し、「中規模事業場において産業保健活動を活性化していく上での問題

要素」を導出する。さらに、自らの知見や、インタビュー内容、参考文献と先行研究

などを用いて、各問題要素に対する解決策を提案する。 

 最後に、「中規模事業場における産業保健活動を活性化していく上での問題要素と

解決策」について、学識経験者へのインタビュー調査を実施し検証を行う。 
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2.4 インタビュー調査の概要 

2.4.1. インタビュー対象の選定： 

 本研究では都内の事業場にて産業保健業務に従事している者を対象にインタビュ

ー調査を行った。 

 今回は、事業場の業種や事業規模などはあえて限定しないものとした。その理由と

して、1)多種多様な事業場における産業保健を取り巻く現状と課題を把握したい、2)

人的資源と産業保健活動の活性化度合いとが必ずしも相関しているとは言い難い、3）

そもそも系統だった指針や体制づくりの方法が存在せず職種や事業規模を限定する

ことの意義が乏しい、と言う点が挙げられる。 

 対象とする職種は、産業医、産業保健師、人事労務スタッフ（あるいは衛生管理者）

などの産業保健スタッフ、EAP 業者、とした。これは、一言に産業保健スタッフと言

っても職種により担当する業務内容が異なり、単独の職種への調査のみでは産業保健

活動における問題や課題の全体像が把握しづらく、主要な職種を網羅する必要がある

と考えたためである。 

 法律で定められている職種以外にも、産業保健師は、産業保健活動における各ステ

ークホルダーの関係調整を行うコーディネーター役としてその役割が期待されてい

るため調査の対象とした。また、事業場外資源として EAP業者は 1 次予防、2次予防

において重要な役割を担い、コスト負担も軽減しつつ有効活用することが中小規模事

業場において将来的に産業保健のキーを握ると考えられたため含めることにした。な

お、雇用条件（専属か嘱託か）、勤務条件（常勤か非常勤か）は問わなかったが、偏

りが生じないように対象を選定した。 

 

 

2.4.2  質問項目： 

 各インタビュー対象者に対して、1対1の対面式半構造化インタビューを実施した。

質問項目は大きく分けて、【一般的な質問】【日々の産業保健活動に関わる質問】【産

業保健活動における多職種連携についての質問】から構成される。【一般的な質問】

では、主に対象者の属性（職種や従属年数、雇用形態、勤務形態、所属する事業場の

規模など）を問い、【日々の産業保健活動に関わる質問】では、産業保健業務が増加

しているか、対応はできているのか、などの産業保健業務全般に関わる事柄を問い、

【産業保健活動における多職種連携についての質問】では、他の職種との連携につい

て、復職面談やストレスチェック後面談など具体的なシチュエーションを設定し、
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各々の場面での連携具合を問うことにした。 

以下に各質問を転記する。 

【一般的な質問】 

・ 職種（と専門分野）について述べてください。 

・ 常勤、非常勤のどちらですか。 

・ 産業保健に携わり何年目ですか？今の事業所では働き始めて何年目ですか？ 

・ 現在勤務されている事業所の職種・規模について（大まかな人数など）述べてく

ださい。 

・ 現在勤務されている事業所での産業保健スタッフ（産業医、産業保健師、産業カ

ウンセラー、人事労務、衛生管理者など）の構成人数およびその内訳（職種や所

属など）について述べてください。 

【日々の産業保健活動に関わる質問】 

① 産業保健スタッフに求められる役割の増加を感じることはありますか？（いつく

らいから、どのような業務が増えてきたかなど） 

② 産業保健スタッフに求められる役割に対応しきれていると思いますか？対応しき

れていないと感じることはありますか？（その具体例など） 

③ その他、産業保健活動を実施する上で困っている点や課題だと思う点はあります

か？ 

④ 産業保健活動を活性化するために行なっている工夫はありますか？ 

 

【産業保健活動における多職種連携についての質問】 

⑤ 産業医をはじめとする他の産業保健スタッフとの連携は十分だと思いますか？

（例えば、安全衛生委員会の開催、健康診断・ストレスチェックテスト後の面談、

日々の健康相談、復職面談、などの場合） 

⑥ 産業医不在時の従業員対応について何か対策は検討していますか？ 

⑦ 外部相談窓口（EAP：従業員支援プログラム）や特定の医療機関との業務提携はあ

りますか？ 
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2.4.3. インタビューの実施： 

 上記の質問項目を事前に対象者に送り、インタビュー当日は、1 時間程度の対面式

のインタビュー調査を実施した。分析に向けて文字起こしを行う必要があるため、本

人の了解のもとレコーダーにて録音を行った。なお、個人名や企業名が特定されるよ

うな箇所、インタビュー対象から申し出があった箇所に関してはプライバシーを考慮

し省略した。 

 

 

 

2.5 インタビュー調査の回答 

 本研究では産業保健スタッフ 13 名（産業医 5 名、産業保健師 4 名、人事労務スタ

ッフ（あるいは衛生管理者）4名）と EAP業者 4名の計 17名に半構造化インタビュー

調査を実施した。 

 以下には、回答者の構成、および質問項目【日々の産業保健活動に関わる質問】【産

業保健活動における多職種連携についての質問】とその回答の概要を記すとともに、

冒頭には結果一覧が示された図 V（前半部分）と図 VI（後半部分）を載せる。 

 なお、主に事業場外に拠点をもつ EAP業者に関しては、回答があった項目のみを記

載し、集計結果には含めなかった。 
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図 V インタビューの結果一覧（前半部分） 

・回答者の構成： 

 産業医は 5名中、中規模事業場にて嘱託産業医として勤務している者が 2名、残り

3名は 1000 人以上の大規模な事業場にて嘱託産業医（1名）として、もしくは専属産

業医（2名）として勤務していた。 

 保健師は 4名中、中規模事業場にて勤務しているものが 2名、残り 2名は大規模な

事業場にて勤務していた。また、企業内診療所に在籍している場合が多く、1 名のみ

社内の健康保険組合に所属していた。 

 人事労務スタッフは 4名中、全員が中規模事業場にて勤務していた。 

 EAP業者は 4名中、コーチングなどを主に行うコンサルティング型 EAPが 1名、産

業医や保健師を派遣し医療サービスを提供する医療型 EAPが 1名、カウンセラーの派

遣を行いカウンセリングサービスを提供するカウンセリング型 EAPが 2名であった。 
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【日々の産業保健活動に関わる質問】について 
① 産業保健スタッフに求められる役割の増加を感じることはありますか？（いつく

らいから、どのような業務が増えてきたかなど） 

 13名のうち 10名が「役割の増加を感じる（はい）」と回答した。（不明 3名） 

 産業医では 5名中 4名（不明 1名）が「役割の増加を感じる」と回答した。時期と

しては 2015 年 12 月のストレスチェックテスト義務化のタイミングが最も多く、内容

としては長時間労働対象者やストレスチェックテストにおける高ストレス者への事

後面談など面談業務が増えたと回答した者が多かった。これらの回答は、専属・嘱託

問わず認めたが、特に嘱託産業医つまり従業員数 1000 人未満の事業場では、限られ

た滞在時間内で産業医面談を実施しなければならい現状が顕著だった。 

 保健師では 4名中 3名（不明 1名）が「役割の増加を感じる」と回答した。内容と

しては、依頼された案件を産業医（この場合は嘱託産業医）へ繋げるかどうかなどの

判断業務や、面談設定などの調整業務、同意書や紹介状、意見書作成などの書類業務

が増えたと回答した者が多かった。本来、法律では産業保健師の選任義務はないが、

特に大きな事業場で企業内診療所が併設されている場合に雇用している事例が多く、

診察補助や心理相談員としてだけでなく、相談窓口としての役割や、衛生管理者を兼

任し健康診断の事後チェックや産業医面談の設定、事前情報収集などに携わっている

ケースが認められた。 

 人事労務スタッフ（あるいは衛生管理者）では 4名中 3名（不明 1名）が「役割の

増加を感じる」と回答した。中でも、法令遵守に関わる業務で届出が必要な業務、例

えば、長時間労働対象者への面談、ストレスチェックテストや健康診断の実施などに

関わる業務が多く認められた。また、保健師を雇用していない事業場では、面談の開

催準備やそれに関わる情報収集、面談後のフォロー、日頃からの健康面での声かけ、

などを人事労務スタッフが担う傾向にあった。 

 

 

② 産業保健スタッフに求められる役割に対応しきれていると思いますか？対応しき

れていないと感じることはありますか？（その具体例など） 

 13名中 12名が「対応できている（はい）」と回答した。 

 産業医では、5名全員が「対応できている」と回答した。しかし、「限られた時間の

中で最低限の対応しかしていない」、「法令遵守のために活動を行なっている」といっ

た回答も多く、満足に対応できているといった内容のものは殆ど認められなかった。 

 保健師では、4名中 3名（不明 1名）が「対応できている」と回答していた。いず
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れも、保健師という立場を生かし、積極的に産業保健活動や教育活動に取り組んでい

るケースが多かったが、上長の意向次第で活動が左右されるといった組織ならではの

問題も認められた。 

 人事労務スタッフでは、4名中全員が「対応できている（はい）」と回答した。しか

し、「（法律上義務付けられている）最低限のことはできている」「手探り状態」とい

った意見も多く、その傾向は、産業医に比べ産業保健師や人事労務スタッフの方が強

かった。また、産業保健師や人事労務スタッフは常勤として産業保健活動に従事して

いるケースが多く、特に中規模事業場では産業医の不在の間での体調不良者、健康相

談などへの対応を担っているケースも多く認められた。 

 また、産業保健スタッフの選任は行なったものの、職種間での連携が不十分など、

産業保健活動として十分に機能していないケースも多かった。特に、人事労務スタッ

フと産業医の関わり方が全体の産業保健活動へ大きく影響するケースも認められた。

特にこれらの傾向は、産業医が嘱託産業医（非常勤）で人事労務スタッフが衛生管理

者を兼務しているような事業場、つまり、中規模事業場にて顕著に認められた。この

他、人事労務スタッフが産業医へ十分な情報を提供しないまま面談を依頼するケース

や、そもそも人事部が産業保健活動そのものに関心を示さないケース、産業医の場合

にも、専門分野ではないという理由で対応しようとしないケース、産業保健活動に非

協力的なケース、が認められた。 

 中規模事業場でも「満足のいく産業保健活動を行えている」と回答していた事例で

は、産業医と人事労務スタッフとの連携が密に行えているケースや、産業医が不在時

にも、産業医自身や産業医派遣会社がメールなどを用いて企業側に柔軟に対応してい

るケースが認められた。また、人事労務スタッフ側も、産業医の存在に依存せず、日

頃からアンケート調査を用いた健康チェックを行うなど、従業員と密なコミュニケー

ションを行うことで不調者の早期発見・早期介入をしようとしているケースが認めら

れた。 

 

 

③ その他、産業保健活動を実施する上で困っている点や課題だと思う点はあります

か？ 

 13名中 9名が「ある（はい）」と回答し、3名は、「いいえ」、1名は、不明、だった。 

 産業医では、5 名中全員が「ある」と回答していた。詳細としては、中立性の確保

の必要性や、個人情報の匿名化に関わること、企業側（特に人事労務スタッフ）の産

業保健の取り組み方と自身のそれとに乖離があること、などと回答していた。中でも
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人事労務スタッフから事前情報がないまま、従業員面談を入れられているケースなど、

人事労務スタッフとの連携が十分でないという回答も多数認められた。また、対象者

と直接面談を行うことができる産業医は、社内でも企業側と従業員側とで中立・公正

な立場を維持するように決められているが、直接対象者へ意見が伝えられない人事労

務側が産業医に自身の代行を依頼するケースも認めた。具体的には、（特定の社員に

関して）休職させないでほしい、あるいは復職させないでほしい、などと依頼される

ケースであり、これに対しては産業医側にも、人事との距離感が難しい、と回答して

いた。 

 保健師では 4名中 3名（不明 1名）が「ある」と回答していた。主に自身の所属長

や事業所長の産業保健への興味・関心次第で自身の産業保健活動が左右されてしまう

ことがあると回答していた。 

 人事労務スタッフでは 4名中 2名が「ある」と回答していた。同じく上長が産業保

健活動へ理解を示してくれない、産業保健活動を進める上で具体的な指針がなく手探

りで進めている、といったものが認められた。また、人事労務スタッフが衛生管理者

を兼務しているケースでは過度な業務の集中も認められた。 
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図 VI インタビューの結果一覧（後半部分） 

 
④ 産業保健活動を活性化するために行なっている工夫はありますか？ 

 13名中 10名が「工夫している（はい）」と回答した。 

 産業医では 5 名中 1 名のみが「はい」と回答し、残り 4 名が「いいえ」と答えた。

活性化するよう工夫していると答えた産業医は、社内報やメールマガジンに積極的に

自己紹介を載せる、社員向けの講話を行うなどし、産業保健活動の認知度向上を目指

していると答えていた。特に何もしていないと答えた産業医は、3名が嘱託産業医（非

常勤）であった。 

 保健師は 4名全員が工夫しているという結果になった。具体的にはメールマガジン

での告知、入社式での健康相談室の紹介、職場での健康支援としてバナナを配る、避
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難場所を確認するための近隣の動物園へ花見に行く、ストレッチ体操の講習会を開催

する、と答えた。また、保健師が産業医とのコミュニケーションをこまめに行うこと

で産業医との情報共有や不在時の対応を円滑に行えているケースも認められた。 

 人事労務スタッフでは 4名全員が工夫しているという結果になった。全て産業医が

嘱託（非常勤）として在籍する職場であり、かつ保健師が在籍していなかったため、

人事労務スタッフが職場の健康意識を高めるような工夫をしたり、毎月健康問題に関

するアンケート調査を行い早期発見早期介入に繋げられるよう予防に注力している

ケースも認められた。 

 

 

【産業保健活動における多職種連携についての質問】について 
⑤ 産業医をはじめとする他の産業保健スタッフとの連携は十分だと思いますか？

（例えば、安全衛生委員会の開催、健康診断・ストレスチェックテスト後の面談、日々

の健康相談、復職面談、などの場合） 
 13 名中 6 名が「連携は十分だと思う（はい）」と答え、7 名が「いいえ」と回答し

た。また、連携の必要性については全員が「必要である」と同意したものの、現場で

は連携が十分に行えていないという現状が明らかになった。 

 産業医 5名のうち「連携は十分だと思う」と答えた 1名は、保健師などとの連携が

円滑にできており、自身の業務に集中できていると述べていた。一方、「いいえ」と

答えた 4名に関しては、産業カウンセラーや臨床心理士といった心理職と契約してい

るにも関わらず連携がない、人事側から面談業務が丸投げにされている、人事のやる

気次第で産業保健活動が左右される、という現状（理由）から連携が不十分だ、と答

えていた。 

 保健師で「連携は十分だと思う」と答えていた 2名は、いずれも健康保険組合や企

業内診療所の所属であり、産業医はもちろん、上長や従業員とも積極的にコミュニケ

ーションを取ろうとしていた。「いいえ」と答えた 2 名は産業医の滞在時間が短いこ

とや産業カウンセラーとの直接的な連携がなかったり、（自身が所属する組織の）意

思伝達系統がトップダウン式のため他の部署との連携が取りづらい、と回答していた。 

 人事労務スタッフでは、1 名を除き残り 3 名は「連携は十分だと思う」と回答して

いた。1 名は、産業医との連携が少ない、と答え、3 名は、概ね連携はできていると

し、産業医（あるいは産業医派遣会社）とは訪問日以外にもメールや電話等で相談に

乗ってくれると述べていた。中でも、産業医と人事労務スタッフは、互いに密なコミ

ュニケーションを取りたい、と直接的・間接的に言及していた。また、かつて開業医
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に産業医を依頼していた折にはクリニックでの診療業務が多忙で、事業場にて産業医

としての連携は密に行えなかった、という回答も認めた。 

 

 

⑥ 産業医不在時の従業員対応について何か対策は検討していますか？ 

 13名中 8名が「対策をしている（はい）」と回答し、4名は「いいえ」、1名は不明

だった。 

 保健師では 4名中 3名（不明 1名）が「対策をしている」と回答した。その具体例

としては、事業場にいる保健師が対応する、あるいは、保健師経由や人事労務スタッ

フから電話やメールをもらい産業医が対応する、といったものだった。 

 前者の場合、就労制限、休職などの指示は最終的に産業医が行う必要があるため、

あくまで問診の上で受診を推奨する、休憩室で休んでもらう、傷の応急処置、などと

いうものだった。また、保健師を複数人雇用している事業場が多かったため、緊急の

際にも他の保健師と協力しうまく分担して対応を行えていた。 

 後者の場合、産業医が訪問日以外にも電話やメールで相談になる場合や、訪問日以

外にも要請に応じて訪問するケースを認めた。また産業医の対応は難しくとも、産業

医派遣業者が資料を提供したり相談に乗るなど柔軟に対応するケースも認めた。また、

人事労務スタッフの中には、産業医の訪問の有無に頼らず日頃からアンケート調査な

どを用いて早期発見・早期介入など予防に取り組んでいる者もいた。ただし、訪問日

以外のメールや電話での対応、追加での訪問などは別途追加料金が発生する場合が殆

どだった。 

 「いいえ」と答えた者の中には、産業医不在時に緊急対応が必要になったことがな

かった、体調が悪いのであれば（出勤せず）そもそも病院を受診していることが多い

のではないか、という回答を認めた。 

 

 

⑦ 外部相談窓口（EAP：従業員支援プログラム）や特定の医療機関など事業場外資源

との提携はありますか？ 

 13名中 9名が「何かしらの事業場外資源との提携がある（はい）」と回答した。 

 9名のうち 6名が事業場外資源として EAPとの契約があると回答していた。契約し

ている事業場は規模を問わなかったが、いずれも従業員の利用は皆無であり、さらに

は EAPと産業保健スタッフをはじめとする事業場内の特定のスタッフとの連携も認め

られなかった。 



 33 

 9 名中 2 名（重複あり）が産業カウンセラー・臨床心理士などの心理職との契約を

行なっていた。産業カウンセラーと臨床心理士いずれも、産業保健スタッフという位

置づけではなく、個別に採用、契約をされていた。また、従業員からの相談を産業医

に回すか、産業カウンセラー・臨床心理士に回すかは人事労務スタッフが判断するこ

とが多く、産業医と心理職間でのやりとりは特に認められなかった。 

 医療機関との提携に関しては、健康診断を委託している医療法人と契約、産業医が

開業医を兼ねている場合に従業員をそのまま自院にて診察するケースなどが認めら

れたが、産業医契約をしている企業ということで受診時等に企業側スタッフに何かメ

リットがある訳ではなかった。また、依然として、産業医の個人的なコネクションに

より他院紹介を行っているという現状が明らかになった。 

 今回、EAP 提供会社を経営をしている、もしくは従業員として働いている者へのイ

ンタビュー調査も行った。そこで、3 種類全てのタイプの EAP サービスについて話を

聞くことができた。内訳としては、カウンセリング型 EAPの経営者 2名、コンサルテ

ィング型 EAPの従業員 1名、医療型 EAPの従業員 1名だった。 

 カウンセリング型 EAPでは、電話面談ではなくて対面式の面談に重きを置く傾向に

あるようで企業訪問するケースが認められた。故に、産業保健スタッフ、特に産業医

と関わることはあるようだがカルテ上でのやりとりが多いのだという。また、カウン

セラーの育成や質の確保という観点からも一度に多くの企業や地域をカバーするこ

とは難しいのだという。 

 コンサルティング型 EAPでは主にコーチングが実施されていた。コーチングサービ

スは電話やスカイプで行われるケースが増えているようだが、今回インタビューした

業者のように実際に企業に赴くケースもあるという。内容としてはあくまで一次予防

に近いもので、治療といった医療的な要素は含まれなかった。 

 医療型 EAPでは開業医がサービスの一環として展開している場合が多く、産業保健

業務というよりは診療目的でスタッフを派遣している場合が多かった。さらなる精査

や治療的介入が必要な際には自院を紹介することができ、医療機関との連携は円滑に

進みやすいという。 
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2.6 分析方法 

 上述のインタビュー調査の回答を以下に分析する。 
 分析の方法としては、一部、GTAの手法を参考にした KJ 法を用いて分析することと

する。以下に詳細を記す。 
 中規模事業場における産業保健活動に関して、産業保健スタッフ間の連携の観点で

問題となるような特性を抽出する手続きとして、インタビューの記録をもとにして、

そこから問題となるような特性に関わる発言を抽出する作業を行う。具体的には、イ

ンタビューした文字データの記録から、中規模事業場においてチーム連携で産業保健

活動を成功させるために、産業保健スタッフが抱いている問題や改善すべき課題を示

していると思われる部分の発言を採取する。 

 ただし発言については、産業保健スタッフの職種や立場、あるいは分脈や事例での

表現により相違があっても、本質的には同一の内容について語っていることがある。

そのため発言そのものを単純に比較することは困難な場合がある。そこで GTAを参考

にして［データの概念化・カテゴリー化］を行う目的で、各発言についてどのような

行動特性を示しているかを判断して、発言の意味を縮約する形式で 1センテンス『ラ

ベル名』として表すこととした。 

 具体的には、下の図 VIIのような作業を行った。 

 まず、発言データから『プロパティ』と『ディメンション』という下位の概念を抽

出し、それらをもとにして少し抽象度の高い『ラベル名』を付け、さらに似たものを

集めて『カテゴリー』と言う上位概念を作る。このカテゴリー化と言う作業により、

概念の抽象度を上げがれ、分析者のバイアスがかかるリスクを減らせるのだという。 

 本研究では、各発言データからラベル名の作成までを実施し、KJ 法を用いたグルー

プ化の作業に繋げた。 

 

図 VII データからラベル名作成へのプロセス 
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 次に、ラベル名をつけた 209の発言をグループ化すべく、KJ 法にしたがって分類作

業を行なった。具体的な作業手順としては、各発言をすべて分割し、短冊状にし、209

枚の発言ラベルを作成した。 

 その後、KJ 法にしたがって、似通った内容の発言ラベルでグループ編成を行った。 

  
 第 1 段階としては、18個のグループに編成されそれぞれに適切な名称をつけた（未

分類の発言は 2 つ）。その名称とは、 
｢判断業務の増加｣ 
｢ストレスチェックテスト義務化と働き方改革で面談業務が増加｣ 

｢法令対応に追われ人事労務スタッフへの業務が集中｣ 
｢開業している産業医だと産業保健活動に十分な時間が割けない｣ 
｢嘱託産業医の時間的制約は大きい｣｢特定の（地域）医療機関との連携はほとんど

ない｣ 
｢EAP が活用されていないばかりか、そもそもの認知度が低い｣ 
｢カウンセラーと産業保健スタッフとの連携が希薄｣ 

｢産業保健活動に統一された指針がない｣ 
｢産業保健活動の効果判定が十分でない｣ 
｢上長によって産業保健活動への取り組み方が左右される｣ 

｢産業保健スタッフの役割が曖昧｣ 
｢産業保健スタッフの認知度が低い｣ 
｢予防などを通じて産業保健活動の普及に努めている｣ 

｢依然として産業保健スタッフへの相談のハードルが高い｣ 
｢（産業保健スタッフと）人事との距離感が掴みにくい状況｣ 
｢同じ会社でも産業医同士の連携が希薄｣ 

｢産業医と人事労務スタッフは互いに連携を望んでいる｣ 
｢企業側は産業医に相談しやすい体制を望んでいる｣ 

である。 

 

 その後、第 1 段階で形成されたグループを用いて『中規模事業場において産業保健

活動を活性化していく上での問題要素』と題し、再び統合とグループ化を行なってい

った。KJ 法では最終的に、10 以内のグループに統合するところまでこの作業を繰り

返す、としているので、本研究では最終的に、11 の項目からなる 4つのグループに統

合されるところまでこの作業を繰り返し、改めてそれぞれのグループに名称をつけた。 
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第 3 章 

「中規模事業場において産業保健活動を

活性化していく上での4つの問題要素とそ

の解決策」の提案 

 
 前章の分析プロセスから、中規模事業場において産業保健活動を活性化していく上

で問題となりうる 4つの問題要素を抽出した。なお、これらの各問題要素は、11 から

なる項目で構成されている。 

 以下に 4つの問題要素および、それらを構成する 11項目を示す。 

 

1 産業医の就業スタイルに起因する問題 

  1.1 嘱託産業医の時間的制約は大きい 

 1.2 開業医・勤務医が産業医を兼任していると産業保健活動に十分な時間が割けな

い 

 1.3同じ企業内でも産業医同士の連携が希薄 

2産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない 

  2.1 産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない 

3事業場外資源が有効活用されていない 

  3.1心理職と産業保健スタッフとの連携が希薄 

  3.2 EAP（従業員支援プログラム）と産業保健スタッフとの連携が希薄 

  3.3 特定の（地域）医療機関との連携がほとんどない 

4 産業保健体制の脆弱性 

 4.1 産業保健体制の運営方法が曖昧 

 4.2産業保健スタッフ間の役割分担が不明瞭 

 4.3中立性・独立性が確保しづらい 

 4.4指示伝達経路や効果判定が十分ではない 
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上述の 4 つの問題要素および 11 の項目を図解化したものが下の図 VIII である。 

 
図 VIII 中規模事業場において産業保健活動を活性化していく上での 4 つの問題要素 

 

 近年、労働安全衛生法の一部改正によるストレスチェックテストの義務化や働き方

改革関連法案の施行に伴い、事業場に課せられる業務量（特に産業医では面談業務が、

他の産業保健スタッフでは判断業務）が増加しつつある。その他にも、本インタビュ

ー調査において、“私たち（産業保健スタッフ）の存在がうまく周知できていないか

らか、飛び込みの相談が多いわけではない（保健師）”という発言を認めたように、

事業場における産業保健活動やスタッフのへ認知度は高いとは言えない現状が認め

られた。また、“小規模になればなるほど産業医面談利用のハードルは高いかもしれ

ない（産業医）”“色々と問題は出てきているんだけど、本人はかかりたがらない（産

業医）” “（高ストレス者の中で）自分から面談を受けたいという人はなかなかいら

っしゃらなくてちょっと面談は難しいなと思いました（人事労務）”という発言を認

めたように、従業員に認知はされていても利用へのハードルが高いという現状も認め

られた。 

 一方、対処する側の産業保健スタッフに関しては、法律で定められているような産

業医や衛生管理者などスタッフの選任はある程度は行えているものの、産業保健スタ

ッフ間やその他ステークホルダーとの連携や資源の有効活用を主として、産業保健活

動がうまく機能しているとは言い難い現状が、インタビュー調査によって明らかにな

った。 
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 以下には、抽出された 4 つの問題要素および 11 項目に関して、①インタビューの

結果、②それぞれの問題に対する解決策の提案、および補足を記す。 
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3.1 産業医の就業スタイルに起因する問題 

3.1.1 嘱託産業医の時間的制約は大きい： 

①インタビューの結果： 

 “ストレスチェックテストや健康診断などの面接は時間の制約上実施が困難（産業

医）”“本当に最低限のことだけをこなしている印象（産業医）”といったものが認

められた。一方、事業者側では“あまり時間もないので実務でいってしまうと我々が

判断しているんですよ。で先生に報告するってことも多いんですよ（保健師）”“復

職のタイミングは人それぞれバラバラだったりするのでそこは悩ましいと思ってい

て（中略）本人の復職したい希望の日時に調整するというのは難しい、困難です（人

事労務）”、と言った発言が認められた。現在のところ“絶対的に”時間が足りない

ということではないようだが、産業医側として時間制約上面談業務が十分行えていな

い現状や、人事労務スタッフや保健師側では産業医へ依頼する業務内容（特に面談に

関して）を取捨選択せざるを得ない現状があるなど、双方が最低限のことをこなすの

で精一杯な現場の状況が明らかになった。 

  

②解決策の提案１：産業医不在時にも企業側のスタッフがメールや電話を通して円滑

に医療的なアドバイスを相談し対応してもらえる体制を構築すること 

 補足として、産業医個人や、産業医派遣会社がこのような柔軟な対応を行うことが

理想だが、開業医や勤務医といった本務の間に産業医活動を行っている産業医には適

応することが難しいと考える。したがって、今後は産業医派遣会社、あるいは地域の

医師会が、必要時に対応する、緊急時に産業医を派遣する、といったサービスを提供

することが必要になってくると考える。本インタビュー中にも、産業医自身が訪問日

以外にもメールや電話に対応しているようなケース、当初設定した訪問日以外にも追

加料金で臨時の出務要請にも応えているようなケースを認めた。具体的には、食中毒

が出た際の会社側としての対応について緊急で産業医に電話相談した例や、休職中の

者から復職希望が出たが産業医訪問日が1ヶ月先になってしまうためイレギュラーで

復職面談のみを実施してもらった例、などが挙げられた。 

 

 解決策の提案２：企業側と産業医側とがお互いの役割を正確に把握しておくこと 

 補足として、産業保健業務には産業医が最終意思決定者である業務は多い。したが

って、企業側で産業医の業務内容が十分把握しておかなければ、少ない滞在時間の中



 40 

で、企業側の要望を産業医に伝えられないばかりか、産業保健業務自体が停滞してし

まうと考える。また、産業医側は事業者側の問題解決を図るべく産業医自らがその企

業の相談案件を探す、主体的・積極的に動こうという姿勢が重要であり、企業側も産

業保健分野に関わる法令の把握をはじめ、事業場の問題点を抽出し産業医訪問時に相

談しようとする姿勢が重要だと考えられる。 

 

 解決策の提案３：産業医の採用時には既存の産業保健スタッフも関わること 

 補足として、採用時には、どれくらい産業保健活動への認識を共有できるか、産業

保健スタッフと具体的にどのような連携ができるかという採用後の業務や連携に関

わるルールなどをあらかじめ確認しておく必要がある。それにより、採用後も産業保

健スタッフとの情報共有などが円滑に進められるのではないかと考える。特に、企業

側、特に人事労務スタッフと産業医との親和性が重要だと考える。これは後3.2産業

医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない、という項目で詳細を記すが、中規模

事業場でも十分な産業保健活動を実践できていた事例では、産業医側の企業を想う臨

機応変な姿勢と、人事労務スタッフの日頃からの予防的な関わり（従業員へのアンケ

ート調査や声がけなど）ができているような、両者の連携が活発で、産業保健活動へ

の取り組み方が近しい事業場であった。 

 

               

3.1.2 開業医・勤務医が産業医を兼任していると産業保健活動に十

分な時間が割けない： 

①インタビューの結果： 

 開業医が産業医を兼ねる場合、産業医としての役割よりも本業である病院業務を優

先してしまい、事業場の滞在が短時間にならざるを得ないケースを認めた。例えば、

診療時間の昼休みに契約企業を訪問するケースでは、その事業場では、産業医の代わ

りに産業保健スタッフとして保健師が健康診断後の面接などを産業医の代わりに担

当するなど他の職種へしわ寄せが生じていた。最たるものでは議事録を産業医に郵送

し印鑑だけを押してもらうというケースも認められた。また、診療所は併設されてい

ても診療所の医師と産業医とをしっかり区別できているケースがあった一方で、開業

医・勤務医が産業医と称し企業内診療所での診察しか行わないケースも認められた。
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後者のケースでは、開業医・勤務医は週に1回昼休みに企業訪問し、結果として事業

場内診療所での診察しか行わない場合が多い。その分、保健師をはじめとするその他

の産業保健スタッフが本来産業医が行うべき問診や健康相談、病院紹介に至るまで

様々な産業保健業務を代行しており、産業保健活動が円滑に行われているとは言い難

い状況だった。 

②解決策の提案１：開業医・勤務医が診療業務の延長線という捉え方で産業医を兼任

するのではなく、企業訪問時には産業医として産業医業務をこなすといった意識の切

り替えが必要 

 補足として、大学での教育現場から始まり、地域の医師会に至るまで、産業医業務

に関わる教育・研修の一層の充実を図ることが重要になると考える。また、企業側と

しても、法令遵守だけに執着し満足するのでなく、特に人事労務スタッフが産業医や

産業保健活動への正しい認識を持つことが必要になるだろうし、今一度産業保健（働

く上での健康問題）について事業場全体として一丸となり取り組んでいく必要性があ

ると考えられる。 

 

解決策の提案２：産業医の採用時には既存の産業保健スタッフも関わること 

 詳細は 3.1.1 において既述のため省略する。 
 

 

3.1.3 同じ企業内でも産業医同士の連携が希薄： 

 

①インタビューの結果： 

 “（産業医によっては）あまり煩わしいのはちょっと違う先生にお願いして、とか

言われますね。メンタル系とか（産業医）”“向こうの先生がどう思っているかはわか

らないけれど（中略）そのまま予約を入れられて、行くと予約の中にそういう人が入

っている、ということはちょくちょくある（産業医）”と述べているように、同じ事

業場であっても産業医同士の連携は十分行われていないという現状が明らかになっ

た。 

 

②解決策の提案１：全社の産業保健スタッフを集めた健康統括会議や継続研修を定期
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的に行うなどし、スタッフ間の連携を密に行う場を設けること 

 

  解決策の提案２：産業医の採用時には既存の産業保健スタッフや本社統括産業医も

関わること 

 詳細は 3.1.1 において既述のため省略する 

 

 

3.2 産業医と人事労務スタッフとの連携が十分では

ない 

3.2.1 産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない： 

 

①インタビューの結果： 

 産業医と人事労務スタッフとの関係性について言及するものが大変多く認められ

た。産業医側の発言としては、“たまにあるのは、復職したので（面談）お願いしま

す、とか。（産業医が）復職判断もしないまま、復職したのでよろしくって、何をし

たらいいんですか。そもそも復職前にこっちに投げてよ、ってことだったり（産業医）”

“とりあえず法律で決まっているから安全衛生委員会に出てください、なんとなくこ

の時間面談しといてください、くらいなところもあるし、そこが会社の人事次第で決

まっちゃうのが勿体無い”“他の会社はあまりやる気がなさそうだね、人事労務が。

一緒に連携しながらやりましょうという感じではない。会社によってずいぶんその辺

は違う（産業医）”というように産業医（特に嘱託産業医の場合）と人事労務スタッ

フとの連携が十分行われておらず面談対象者の情報や企業側としての方向性が産業

医側と十分共有されていない現状が明らかになった。 

 一方、人事労務スタッフ側の発言では、“（嘱託）産業医は常勤じゃないとわからな

いかもしれないですけど、もっと会社のことを色々知ってほしいなと思うことはある

（人事労務）”“（産業医の）先生をうまく生かしきっていない”“”産業医に先生に直

接コンタクトが取れないので、派遣会社を介して連絡をしているので不便だなと感じ

ることもある（人事労務）“といったように産業医との密なコミュニケーションを望

むもなかなか満足に連携ができていない現状も明らかとなった。 
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②解決策の提案１：産業医の採用時には既存の産業保健スタッフも関わり、特に人事

労務スタッフとの親和性に重きをおくこと 

 詳細は 3.1.1 において既述のため省略する。 

 

 解決策の提案２：産業医は産業医業務を遂行すべく、産業保健スタッフとともに主

体的・積極的に動こうという姿勢を持つこと 

 

 補足といて、（特に嘱託）産業医側は、目の前に提示された業務を淡々とこなすだ

けでなく、人事労務スタッフをはじめとする様々な職種とともに問題解決を図るべく、

産業医自らがその企業の相談案件を探す、主体的・積極的に動こうという姿勢（問題

解決型の産業医）が望まれる。 

 

 

3.3 事業場外資源が有効活用されていない 

3.3.1 心理職と産業保健スタッフとの連携が希薄： 

 

①インタビューの結果： 

 産業カウンセラーや臨床心理士と提携していた企業は何ヵ所か認められた。“なる

だけ毎月（従業員に）会って欲しいと言われていて、本当は俺が大事な時の判断だけ

して、普段の面談はカウンセラーさんに頼めばいいと思う（産業医）”“なぜ連携がな

いのかはよくわからない。臨床心理士の人と人事とで解決しているのか、あんまりそ

こに産業医や保健師が入ることは見たことがない（産業保健師）”“カウンセラーさん

を別会社から頼んでいて毎週半日くらいいる。でもそこはちゃんと連携していない

（産業医）”という発言が認められたように、事業場内の産業保健スタッフと心理職

との連携はほとんど行われておらず、産業保健スタッフとして有効活用されていると

は言い難い現状が明らかになった。 

 

②解決策の提案１：採用には既存の産業保健スタッフも関わることが必要 

 補足として、そもそも産業保健スタッフは企業内での中立性・独立性を謳っている

組織であるがゆえ、臨床心理士や産業カウンセラーといった心理職とも連携があって
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しかるべきだし、うまく運営が行われるはずである。また、心理職を産業保健スタッ

フとして扱うことで相談窓口を統一化でき、その中で従業員からの相談の振り分けを

行い、程度や時期に応じてチーム内で関わり方を工夫するなどすることで持続可能で

効果的なサポートが行えるだろう。詳細は 3.1.1 において既述のため省略する。 

 

 

3.3.2  EAP（従業員支援プログラム）と産業保健スタッフとの連携

が希薄： 

  

① インタビューの結果： 

 今回インタビュー調査をした全 13 社のうち、何らかの EAP 契約があったのは 9 社

で、そのうち産業カウンセラーの派遣があったのは 3 社のみで、電話応対サービスを

導入している企業が大部分を占めた。（なお、サービス内容がいずれのタイプなのか

は調べるに至らなかった）また、産業カウンセラーの派遣があった事業場はいずれも

従業員が 1000 人以上の大規模な事業場であり、大規模な事業場では産業カウンセラ

ーの派遣を依頼するケースが多く、中規模事業場を中心に電話応対サービスの EAPを

導入する傾向を認めた。しかし、電話応対サービスの EAPと契約し導入しているいず

れの企業でもその利用は皆無だということが判明した。また、“EAPとは契約していま

す。ポスターも貼っていますが利用した人はほとんどいないと思う（産業医）”“EAP

とは契約していますが実際に使っている人は東京（本社）ではいないです。各自、心

療内科を受診してしまったりとか、そのまま休職してしまったりする場合が多いです

ね（保健師）”“EAP と契約しているところもいくつかある。衛生委員会の最初に EAP

の利用状況何人です、みたいなのを報告してくれるところもあれば、契約しているけ

ど会社にフィードバックもないから全く状況がわからないところもある（産業医）”

という発言が認められた。 

 以上より、EAP と産業保健スタッフの連携が希薄である、有効活用されていないと

いう現状が明らかになった。 

 

②解決策の提案１：採用時には既存の産業保健スタッフも関わること 

 

 解決策の提案２：産業保健スタッフや人事労務スタッフらにより社内報やポスター、

サイネージなどを駆使し、その利用者率や認知度向上を目指すための工夫 

 解決策の提案３：企業側や従業員が安心してそのサービスを活用するためにも EAP
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の質の確保を担保するような第三者認証機関による認証・認定制度を作ること 

 

 

3.3.3 特定の（地域）医療機関との連携がほとんどない： 

 

①インタビューの結果： 

  本インタビュー調査では“医療機関を紹介することはありますね。精神科の場合の

方が多いです。連携はしていなくて、先生の個人的なつながりです（保健師）”“よほ

ど紹介してくれと言われた場合には探しますがそんな状況はほとんどなかった。あと

は今の産業医のネットワークで、まずは予約なしで行けるところとか、何かリクエス

トがあった場合には産業医に紹介してもらったりする（人事労務）”“病院紹介も結構

大変ですよ。いい先生がいるところを紹介して、と相談されるので（保健師）”など

と、事業場外資源が有効活用されているとは言い難い現状だった。また、本来その体

制づくりに努めるべき産業保健スタッフ間での準備や話し合いは行われず、産業医の

個人的なコネクションや、従業員自ら探してもらうといった方法で事業場外資源を活

用しているという現状が明らかになった。 

 

②解決策の提案１：地域医療機関との提携とまではいかなくとも、産業保健スタッフ

で話し合いの元、ある程度近隣の病院についてリストアップしておくこと 

 

 解決策の提案２：企業が地域医師会を通じて健康相談や診療依頼ができ、開業医を

はじめとする近隣の病院を紹介してもらえるような仕組みづくりを構築すること 

 補足として、地域医師会では産業医に関わる事業も行っており、その一つに事業所

への産業医の斡旋があるという。これは所属会員の産業医有資格情報をリアルタイム

で保有しており、事業所などからの産業医を紹介してほしいという依頼に対して産業

医の斡旋を行うものである。地域で産業保健をサポートするというコンセプトは理想

に近いものであり、今後は地域の医療資源の有効活用のためにも、企業側が地域医師

会のネットワークを活用していくという発想も必要になってくるだろう。 
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3.4 産業保健体制の脆弱性 

3.4.1 産業保健活動の運営方法が曖昧： 

 

①インタビューの結果： 

 本インタビュー調査では“安全衛生委員会は、うちは報告会なんですよ。（中略）

産業医は出席していないんです（保健師）”“これを目指していくにはどうしたらいい

のかというのも誰かが教えてくれるわけではないのでとにかく手探りでやってはい

るものの、他の会社がどういう風に衛生委員会とかを回しているかなど（中略）イン

ターネットを見てもそんなものは全く落ちていないし、多分もっと良くなる方法があ

るんだろうなと思いつつも情報がないもので（人事労務）”という発言が認められた。

加えて、3.3でも示したように事業場外資源への窓口づくりが行われていない現状や、

EAP や地域医療機関、臨床心理士・産業カウンセラーなどの事業場外資源との連携が

うまく行われていない現状が明らかになった。つまり、産業保健体制の運営方法が曖

昧で、試行錯誤での体制づくりが余儀無くされている現状が明らかになった。 

 

②解決策の提案１：人事労務スタッフが企業の垣根を超えて活動の知見を共有できる

場として、健康保険組合や職能団体などを新たな活用の場として検討すること 

 補足として、産業保健体制の画一化も大切だが、少ない資源の中で試行錯誤の末、

大規模事業場に引けを取らない産業保健活動を実践している事業場もあることから、

その知見などを共有していくことも今後の産業保健活動のあり方や小規模事業場で

の体制を構築する上で、重要になってくるだろう。 

 

 

3.4.2 産業保健スタッフ間の役割分担が不明瞭： 

 

①インタビューの結果： 

 本インタビュー調査では、“休職者への連絡で、人事の担当者がするのか医療スタ

ッフがするのかその辺が曖昧なところがちょっと困っています（保健師）”“本人もそ

うですが、周りのチームメンバーや上長もどうしたらいいのかということをざっくり

でもわかってもらう、みんな認識できていない状態もまだまだあると思うので（保健

師）”という発言が認められた。 

 また、度重なる法改正に伴い、産業保健スタッフの面談業務や書類業務が増加して
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きており、特定の職種、特に人事労務スタッフへの業務集中が著しいという発言も多

数認められた。本インタビュー調査でも、“ワンオペレーションなんですが、私自身

そればかりやっているわけではないので、大変なんですよね（人事労務）”“長時間管

理や健康管理の対応が増えてきている（人事労務）”“人事担当者は多分、自分の本業

とプラスアルファで動くことが多いと思うんです。突発で（イベントが）起きるので

常にその時間を確保できているわけでもない企業が多いと思うんですよね。専任でや

っていない限りは（人事労務）”“毎年毎年メンバーが増加してきているのと、働き方

改革とで、努力義務ではなくてしっかり考えないといけないというのがあり、最近追

い詰められてきているなという感覚がある（人事労務）”という発言を認めた。 

以上より、産業保健スタッフ間の役割分担が不明瞭なゆえに、特定のスタッフへ業務

が集中する傾向にあることや、役割の押し付け合いが生じ、それが産業保健活動全体

への大きく影響しているという現状が明らかになった。 

 

②解決策の提案１：産業保健体制に関わるスタッフの配置人数や業務内容を定期的に

確認する機会を設けること 

 補足として、法律に定められている内容をクリアすることだけにこだわるのではな

く、現場の意見に耳を傾け、適切な人数配分で適切な量の業務をこなせるよう工夫を

していくことが必要になるだろう。 

 

 解決策の提案２：衛生管理者と人事労務スタッフの同一人物の兼務を避けること 

 補足として、同一人物の兼務を避けることで、業務の分散化と、産業保健スタッフ

のさらなる中立性・独立性が期待できる。この場合、衛生管理者はどの職種が担うべ

きか、やはり産業保健師を新たに雇用することが理にかなっていると言えるが、異な

る人事労務スタッフが担うだけでも業務集中は避けられ、厚生労働省の実例集に近い

産業保健体制を構築できるのではないだろうか。 

 

 

3.4.3 中立性・独立性が確保しづらい： 

 

①インタビューの結果： 

 本インタビュー調査にて事業場内での産業保健スタッフと人事労務スタッフとの

距離感に関わる発言を多く認めた。例えば、“ここは完全に人事の中に入っているの

で支配されていますね（保健師）”“人事部に所属しているんですけど、人事との距離
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感が近すぎてやりづらいなと思う場面もあります（保健師）”“第三者という立場が必

要なんですよね（人事労務）”“独立性とか公平性の担保は難しいですよね。それは僕

は永遠の課題だと思っているんです。人事の人は色々情報を欲しがるし（産業医）”“自

分の立場を明らかにしたところで、結局人事でしょと言われたりしますもんね”“人

事が言っても聞かないから産業医から社員へ、ちゃんと残業時間を守ってくださいか、

人事が直接言えないから代わりにいうことはあります（産業医）”と言ったものであ

る。 

 また、産業保健スタッフが属する組織の上長の産業保健分野への興味・関心といっ

た個人的な要因で、会社全体の産業保健活動が大きく左右されてしまうという現状も

明らかになった。例えば、“異動が多い職場なので、志半ばで終わってしまうところ

はありますね（保健師）”“去年は理解力のあるトップというか拠点長だったのでなん

でも挑戦させてくださったのでうまくできた（保健師）”“人によって協力的だったり

これは最初からダメという人もいますし、要するにどんなメンバーに恵まれるかなの

かなと思います（保健師）”“拠点長の役割は大きい。トップダウンといいますか（保

健師）”“上司が産業医をはじめとする産業保健の必要性をなかなか理解してくれない

（人事労務）”といった発言が認められた。この他にも、上長（人事部長）が愛煙家

だったために受動喫煙に対する取り組みが緩和されてしまったケース、上長による産

業保健活動への理解が十分得られず活動そのものが停滞しまったケースなどが認め

られた。 

 以上より、産業医をはじめとする産業保健スタッフが、人事部との距離感や、上長

の存在などにより、その中立性・独立性を確保しづらくなっている現状があり、それ

により産業保健活動に支障をきたしている現状が明らかになった。 

 

②解決策の提案１：産業保健スタッフはそのチームリーダー（主に産業医）を通して

経営責任者に直接報告・提案できるようにすること 

 補足として、可能な限り上長の存在に依存しない組織づくり、つまり産業保健スタ

ッフが産業保健スタッフとして独立した存在でいられることを目指すためにも、いか

に経営層を巻き込んでいくかという工夫が必要になってくるだろう。 

 

 

3.4.4 指示伝達経路や効果判定が十分ではない： 

 

①インタビューの結果： 
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 “制度の有効性をちゃんと検証したほうがいいと思っている（産業医）”“一応ヘル

スケアメールというのを何回か社員全員に対して投げてはいるけど、どこまで効果が

あるのかはわからない”“職場を改善しようと、拠点長だったり、私だったりがリー

ドしていきましたけど、それが従業員さん一人一人まだ降りていっているのか、そう

いうところが問題ですね（保健師）”“（産業医面談後に）本人と現場の人たちとだけ

で動いてしまうとなかなか私や産業医が行ったこと適切に伝わっていなかったり（中

略）コロコロと抜け落ちてしまう”という発言が認められた。産業保健スタッフは管

理監督者に対して意見書を作成することはあっても、その後の流れまでは把握するこ

とが難しい。インタビュー調査を通して、産業医や保健師をはじめとし、職場全体に

対して情報を発信したり、活動を広めるといった機会は増えたものの、ターゲットと

する人や物、組織にしっかりと到達したのか、そして十分な効果は得られたのか、と

いうところまで感知しない（できない）まま産業保健活動を実施している現状が明ら

かになった。 

 

②解決策の提案１：効果判定まで視野に入れた取り組み実践していくこと 

 補足として、持続可能な産業保健活動を推進していくためにも、PDCAサイクルを用

いる取り組みを行って行くことや、健康診断事後措置としての就業制限などの指示や

ストレスチェックテストの集団分析結果、長時間労働に関する改善指示など、管理監

督者から部下にしっかりと伝わっていくよう指示伝達経路を見直す必要もあるだろ

う。 

 

 解決策の提案２：各面談後には必要に応じて担当人事や管理監督者を交えた情報共

有の場を設けること、状況のフォローアップをこまめに行うこと 
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第4章  問題要素と解決策についての解説 
 

 本章では、第 3章において抽出した、中規模事業場において産業保健活動を活性化

していく上での 11 項目から構成される 4 つの問題要素とその解決策について、詳細

を先行研究、参考文献、インタビュー調査結果、および自らの知見を用いて解説する。 

 

4.1 産業医の就業スタイルに起因する問題 

4.1.1 産業医の時間的制約は大きい： 

 

 労働安全衛生法では事業場の規模に応じて、選任する産業医の数や雇用形態が決め

られている。労働者数 50 人以上事業場で産業医の選任義務が生じ、50 人以上 1000 人

未満の事業場では 1名の産業医（嘱託可）、1000 人以上 3000 人以下では 1名の専属

の産業医、3001 人以上の事業場では 2人以上の専属の産業医の選任が義務付けられて

いる。故に、労働者数 50 人以上 300 人未満の中規模事業場で選任されている産業医

はそのほとんどが嘱託産業医ということになる。日本医師会が認定産業医に対して行

なったアンケート調査
(19)

によると、嘱託産業医は平均月 1 回の訪問、平均 2 時間の

滞在時間と言われている。主に 30 分を安全衛生委員会、30 分を職場巡視、残り 1 時

間で面談対応に費やすことが多いのだが、ストレスチェックテストの義務化や長時間

労働者への面談、健康診断後の面談、など産業医業務おける面談の割合が増加傾向に

ある中、この時間内で産業医業務を終わらせることは次第に難しくなってくると考え

る。また産業医へ依頼する業務を取捨選択したり、面談の設定から情報の共有、面談

後の指示伝達に至るまで、周囲の産業保健スタッフが負担する業務も増えてくると考

える。その役割は、保健師がいれば保健師が担うだろうし、保健師がいない場合には、

人事労務スタッフが担うことになる。業務が増えてくると産業医が不在の間にも問題

は生じやすくなるし、保健師や人事労務スタッフは問題解決に向けて動かざるを得な

い。また休職者の復職面談のタイミングを産業医に訪問日に合わせないといけないと

いう問題も出てくるだろう。そのような場合に、産業医と連絡が取れる手段があると

ないとでは企業側にとっては大きな違いが出てくると考える。 

 また、産業医の限られた訪問時間を有意義に利用するかどうかは、産業保健業務へ

の産業医側・企業側双方の認識も大きく関わってくると考える。そのためには、お互

いの認識の共有や役割を十分把握しておくことが必要であると考えるし、採用時の面
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談では人事労務以外にも既存の産業保健スタッフもしくは産業保健業務の経験者に

も関わってもらい、意見交換や採用後の具体的な職務内容までルール決めしておくこ

とが必要だと考える。 

 

 

4.1.2 開業医・勤務医が産業医を兼任していると産業保健活動に十

分な時間が割けない： 

 2018年 3 月の『産業保健委員会答申』
(4)

によると、一般開業医が産業医を兼任して

いる割合は全産業医の約 43%を占め、病院等勤務医は 34.6%と、ともに上位を占める

ことが判明した。インタビュー調査からも開業医や勤務医と産業医契約を提携してい

る（あるいは以前提携していた）事例が多数認められた。 

 かつては「名義貸し」産業医といい、近隣の開業医が訪問・面談無しで健康診断を

中心にした業務を、通常の診療の延長線上として実施する条件で、低価格で産業医登

録を契約するといったことが容認されていた時代もあった。1996 年の労働安全衛生法

の改正で、事業者の責任を拡大し、産業医の選任と労働者の健康を確保するために必

要な勧告を産業医から受けた場合には、これを尊重することが定められた。健康管理

やそのための配慮をすることが事業者の責任であり、それを指摘する医師の責任も明

確になったことを受け、現在では産業医の名義貸し行為は禁止されている。また、昨

今では、地域医師会や労働コンサルタント事務所、産業医派遣会社からの紹介も多く

認められるようになったが、依然として近隣という理由だけで開業医に依頼している

ケースは多い。 

 開業医に産業医業務を依頼することのメリットと捉えがちな事として、特定の医療

機関への連携ができるという点が挙げられる。これは一見事業者側からは一見便利で

好都合と思われるのだが、同一人物が主治医と産業医を兼任することで産業医の中立

性が脅かされるといったデメリットもある。また、一見メリットだと思われる特定の

医療機関と提携することで、従業員が緊急に受診が必要になった場合に紹介先を確保

することが可能になると思われがちであるが、実際は嘱託産業医として契約している

場合は産業医（開業医）と企業側との接点はほとんどなく、結果として“契約してい

る企業の社員だからと言って優遇されることはまずない（人事労務）”と企業側とし

てメリットを感じずに契約終了となったケースも認められた。また、開業医が産業医

を兼任しているケースでは、企業訪問時にも産業医業務に関わることが少なく、一般

診療を企業内診療所で行っているケースがほとんどだった。日本医師会産業保健委員
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会答申によると、事業場において患者の保険診療を行うことは「産業医の職務ではな

い」とされており、「診療行為と産業医活動とを分離して連携を図ることが望ましい」

と明記されている。 

 本業である病院業務を優先してしまい、産業医業務に十分注力できない事例は、開

業医はもちろん、勤務医でも生じうるだろう。しかし、勤務医の場合は勤務している

病院と企業とが直接産業医契約しているケースが多く（つまり雇用主である病院から

の出向という意味である）、あらかじめ、週/月のうち何コマ（時間）訪問するよう

に決められている場合が多いため、ある程度まとまった時間を産業医業務に確保でき

るはずである。また、企業側としても、産業医の派遣元が医療機関であれば訪問日以

外の相談や出務を依頼しやすいと考えられる。一方、開業医はそのような取り決めが

少なく、診療と診療の合間に訪問せざるをいない場合が多いためこのような業務の偏

りが生じざるを得ないものと考えられる。 

 近年のストレスチェックテストの義務化、働き方改革関連法案の施行に伴い、産業

医をはじめとする産業保健スタッフに課せられる役割や責任は増加傾向にあるため、

従来のように、開業医や勤務医が診療業務の延長線という捉え方で産業医を兼任する

のでは対応に限界が生じるであろう。そのためにも、産業医として産業保健業務をこ

なすといった意識の切り替えやその認識が産業医側にはもちろん、企業側にも必要に

なると考える。また 4.1.1 と同様に、産業医の採用時における既存の産業保健スタッ

フの関わりが重要だと考える。 

 

 

4.1.3 同じ企業内でも産業医同士の連携が希薄： 

 

 分散型事業場にて、本社や支社などに複数の産業医が勤務している場合、統括産業

医が存在しても産業医同士のコミュニケーションは希薄であるという問題、比較的大

きな事業場にて複数の専門性が異なる産業医が勤務する場合でも科を超えた産業医

同士の連携はほとんど行われないという、つまり「同じ企業内でも産業医同士の連携

が希薄」という問題が挙げられた。 

 現行の労働安全衛生法では常時労働者が 50 人以上在籍する事業場では産業医の選

任が義務付けられている。つまり同じ企業内でも複数の事業場が存在する場合や、グ

ループ子会社であっても個々に産業医を選任しなければならない。分散型事業場をも

つ企業の場合、本社や主管と呼ばれるその組織の中心となる事業所には統括産業医と

いう産業医を統制する役目の産業医が選任され、一方、支店やグループ内子会社とい
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った事業所（多くは小中規模事業場）には嘱託産業医が選任されているケースが多い。

通常、支店は様々な地方・地域に分散していることが多いため、各事業場がその地域

で産業医を募集することになる。また、基本的には産業医は、異なる部署や事業場と

のやり取りを保健師や人事労務スタッフを経由し依頼することが多いため、同じ企業

だとしても、各事業場の産業医同士はもちろんのこと、統括産業医ですら異なる事業

場の産業医と直接やり取りすることは少ない。そのため、健康診断後の面談基準が統

一されていなかったり、異なる判定基準で復職面談を実施しているケースは少なくな

い。また、比較的大規模な事業場では複数の産業医が雇用されていることがある。中

でも事業場に診療所機能がある場合、曜日によって異なる専門の医師に外来を担当し

てもらう場合があり、ここでも産業医間の連携の希薄さが問題となるケースがある。 

 本インタビュー調査でも、メンタル疾患はよく分からないため別の先生に頼むよう

指示を出した産業医のケースや、専門が精神科の産業医が何の前ぶれもなく他の産業

医から従業員を予約枠に入れられていたケースがあった。特に、精神科関連の相談内

容の場合にはこの傾向が高く、企業内のみならず日常診療でも大いにありうる話であ

る。このような状況で最も危惧されるのは、従業員がたらい回しにされ疾病の発見と

介入が遅れてしまうケースである。また、専門が精神科以外の産業医により安易に精

神科外来の受診を勧められてしまうと、従業員としても周囲や事業場自体への信頼を

失い、不信感を募らせることに繋がりかねない。 

 近年の産業保健分野ではストレスチェックテストが義務化され、また産業医業務の

ほとんどを面談業務が占めるようになったことからも分かるように、精神科に関連す

る相談や業務が増えてきているのは確かである。たとえ精神科が専門外であったとし

ても避けることはできないし、それを企業全体の問題と捉え、他の産業医との連携は

もちろんのこと、産業保健チーム一丸となって取り組んでいく姿勢が必要だと考える。 

 そのためにも、同じ産業保健スタッフとしての認識を共有し、知識を高めるための

企業内外での研修会・勉強会を定期的に行なっていく必要があると考える。また、統

括産業医がいるような大規模分散型事業場の場合には、各事業場の産業保健スタッフ

のみならず、統括産業医が各事業場の産業医の採用に関わるといった工夫(26)
も必要

になってくると考える。 
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4.2 産業医と人事労務スタッフとの連携が十分では

ない 

4.2.1 産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない: 

 

 そもそも産業医は産業保健活動において、その専門性からリーダーシップを期待さ

れる反面、非常勤勤務が多いという現状がある。一方、人事労務スタッフは事業場の

職員（常勤）であることが多く、職場の衛生管理、労働者の健康管理の状況を最も把

握しており、企業側の労務管理の総元締めであり自社内のルールや問題点などを熟知

している人事と産業医とでは密な連携がなければ産業保健活動そのものが機能しな

ることは明らかである。したがって、人事労務スタッフや産業医の取り組み方次第で

は産業医業務のみならず全体の産業保健活動へも大きく影響を及ぼしてしまう可能

性があると考えられる。 

 産業医と人事労務スタッフの連携が十分ではないという問題に関して、当初は産業

医をはじめとする産業保健スタッフの中立性・独立性という観点から、いかにして人

事部と距離をとるかということに着目していたが、調査を進めていくと次第に、実は

両者の密な連携が産業保健活動の活性化には欠かせないといった現状が明らかにな

った。 

  一般的に人事部と他部署とがどのような距離感を保つべきかという問題は難しい

と言われる。それは、人事部は本来、人事権や成績評価などセンシティブな内容を扱

う部署でもあり周囲からの機密性が確保されなければならない部署だということが

関係しているからだろう。従業員は、自分にとって不利な情報が人事部に知れ渡ると、

異動や昇進に影響をきたすと思う理由がそこにある。しかし、人事部と一口に言って

も、人材採用や、人材育成、人事評価、労務管理などなど多岐にわたる。主に産業保

健業務に関わるのは労務管理、つまり人事労務スタッフである。厚生労働省の『実例

集』によると人事労務スタッフの役割として、産業保健チームの一員として、主に労

働者や事業場関係者・部署との調整等を行うことが多い、と記されている。産業保健

スタッフの最高意思決定者としての産業医、企業側の労務管理のまとめ役としての人

事労務スタッフは、産業保健業務を遂行するにあたり双方の密な連携がなければ産業

保健活動が円滑に進み得ないと考える。 

 本インタビュー調査の中でも、産業医側の意見として、嘱託産業医からすると限ら

れた時間内での事業場訪問であるので、できるだけ面談対象者（特に精神科分野に関
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わる相談の場合）の事前情報や、どのような経緯で面談に至ったのか、事業者側とし

て意見、などを知りたいと述べていた。一方、人事労務側としては、個人情報に触れ

ない程度の大まかな面談内容や方針、日常の中での具体的な対応方法やアドバイス、

産業医不在時の緊急相談先、などを知りたいと述べていた。特に、日常生活で、上司

や同僚をはじめとする企業側が本人に対してどのように対応したらいいか、といった

事柄は非医療従事者としては最も気を遣う部分であるし、産業医をはじめとする産業

保健スタッフからの共有の場を十分設定しておくことが重要だと考える。 

 ただし、産業医と人事労務スタッフとの連携という意味で、中規模事業場でわずか

な人的資源、不安定な経済基盤にもかかわらず、十分な産業保健活動が行えていると

回答した事業場では、産業医と人事労務スタッフとの産業保健活動に対する認識やモ

チベーションがある程度近しいことも活性化への要因と考えられた。インタビュー調

査でも、嘱託産業医が訪問時間以外にも事業場からの相談に対応していたケース、既

存のスケジュールでは復職面談のタイミングが合わず急遽訪問し面談を行っていた

ケースなど、産業医の産業保健業務やその事業場への理解から、柔軟な対応ができて

いたことが挙げられた。また企業側でも、特に人事労務スタッフが、産業医訪問日に

頼ることなく、日頃から従業員へのアンケート調査などを用いて予防に取り組んでい

るケースや、従業員との密なコミュニケーションを重ねることで相談のハードルを下

げようとしていたケース、ランチ会を兼ねた勉強会を行うことで健康への意識を高め

ようとしていたケースなども挙げられた。 

 以上により、両者の連携がうまくいかない理由として、1.嘱託産業医と人事労務ス

タッフとの接点が少ないこと、2.人事が扱う業務は幅広く労務管理の優先順位が企業

風土や担当者によって大きく左右されること、3.産業医自身も産業保健の取り組み方

に対し個人個人でそのスタンスに差異があること、などが考えられる。 

 1.に関して、人事側特有の悩みとして、「メンタル不調者の社員の言動や行動に戸

惑う」、「社内における協力者がいない」、「産業医との連絡が取れない」、「主治医との

連携が取れない」、と言ったものが多くを占めることが明らかになっている(27)
。また、

度重なる法改正、健康問題の多様化などにより人事労務スタッフの業務が増加するあ

まり、産業保健業務自体に注力できていない可能性も考えられる。 

 そもそも人事は人事評価や人事権といった従業員のキャリアにも直結するがゆえ

秘密保持の必要性がある業務を多く扱うため、対外的に開かれた組織風土でなく、周

囲からも近寄りがたいと言った印象を持たれる傾向がある。それゆえ、人事部自体の

業務内容に関しても他者に気軽に相談するような機会が乏しいのも否めない。       

また、人事労務スタッフの業務量の増加より、自身の業務が手につかなくなっている
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という可能性も考えられる。事業場規模が小さくなるにつれ保健師が雇用されている

割合は低く、人事労務スタッフが衛生管理者を兼務し、かつ通常は保健師が担ってい

るような従業員からの相談窓口や心理相談員しての役割を担わなければならない現

状がある。特に中規模事業場のように最低限のスタッフしか配置されていない状況で

は人事労務スタッフの業務量増加は甚だしく、産業保健業務や労務管理の遂行に支障

をきたしうると考えられる。 

 2.に関して、（嘱託）産業医と人事労務スタッフの産業保健業務への視点が大きく

異なることが関係していると考える。嘱託産業医は月に 1回、面談などを主とする産

業医業務を行おうと事業場を訪問する。そこでは当然ながら、自分が扱うのは産業保

健業務でそれだけに注力する時間を過ごそうと考える。一方、人事労務側としては、

産業医業務をはじめとする産業保健業務は数ある日常業務の中の一部である。つまり、

産業医にとっては産業医業務しか見えていないのに対し、人事労務側はそれを one of 

themとしか捉えざるを得ない状況が生じてしまう。3.とも関係してくる事柄だが、嘱

託産業医として勤務する場合にはその時間的制約から産業保健活動の全体像の把握

が難しく、この差は大きく広がる傾向にあるのだと考えられる。また、人事業務の中

で人材採用・人材育成に関わる部署を“攻めの人事”と言われるのに対し、人事労務、

特に産業保健にかかわる部署は“守りの人事”と形容されるように、必ずしも結果が

プラスになるとは限らず、その効果も把握しづらいという業務内容であることから、

企業によっては必要最低限のコストや人的資源しか割かないところも少なくはない。

このような産業医側、人事労務側の産業保健業務への視点のズレが双方の取り組む認

識やモチベーションの差や、コミュニケーション不足や連携不足を生み出している可

能性は大いに考えられる。 

 以上により、産業医と人事労務スタッフとの連携を促進していくことが中規模事業

場の産業保健活動を活性化する上で必要だと考える。そのためにも 4.1.1 と同様、産

業医の採用時には既存の産業保健スタッフ、特に人事労務スタッフとの親和性に重き

を置くことが必要になってくると考える。また、産業医産業保健スタッフのリーダー

として、事業場の人事労務やその他の産業保健スタッフと連携して、自ら企業側の相

談案件を探すといった主体的・積極的な姿勢（問題解決型の産業医）が望まれると考

える。産業医をはじめとする産業分野における医療専門職が、二次・三次予防だけを

扱えばいいという時代は終わりつつある。健康経営に取り組む企業が増える中、産業

医も企業側とともに一次予防に取り組み始める必要性があると考える。 
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4.3 事業場外資源が有効活用されていない 

4.3.1 心理職と産業保健スタッフとの連携が希薄： 

 

 事業場外資源が有効活用されていないという問題に関して、3.3.1.「心理職と産業

保健スタッフとの連携が希薄」という問題が挙げられた。 

 大企業では、常勤の産業医や保健師に加え、精神面のケア・支援に関しては社外の

臨床心理士や産業カウンセラーといった心理職と契約し派遣してもらっているケー

スが少なくない。一方、中規模事業場では基本的に産業医は非常勤であり、代わりに

心理職を予防活動の推進や健康相談窓口として配置する企業が少しずつ増えてきて

いる。 

 日本産業カウンセラー協会よると産業カウンセラーとは「企業や組織で働く経営者

を含む勤労者、およびその家族を対象に、カウンセリングや組織へのコンサルテーシ

ョン、教育などの活動を通して、個人とともに組織が抱える多様な心の問題の解決へ

の支援を行い、快適な職場環境づくりに寄与するカウンセラー」と定義されている。  

 一方、臨床心理士とは日本臨床心理士資格認定協会によると「臨床心理学を学問的

基盤とし、相談依頼者が抱える種々の精神疾患や心身症、精神心理的問題・不適応行

動などに援助・改善・予防・研究、あるいは人々の精神的健康の回復・保持・増進・

教育への寄与を職務内容とする心理職専門家」と定義されている。一般に、産業カウ

ンセラーと臨床心理士の違いとして、前者の活躍領域は産業を取り巻く場に特化され

ているのに対し、後者は、心の問題という専門分野全般的に取り組めるとされる一方、

産業保健分野に詳しいとは限らない。本邦の労働安全衛生法では心理職の設置義務は

記されていないが、予防に取り組む企業が増えている中でその役割が注目されている。 

 通常、産業医をはじめとする医療職は二次予防・三次予防を担う。二次予防では、

疾患の早期発見・早期介入を目指し、三次予防では定期的な面談などを行い再発予防

に努める。近年では、それらの予防はもちろんのこと、健常者への予防的アプローチ

としての健康教育や啓蒙活動、さらなるパフォーマンス向上としてのコーチングの需

要（すなわち一次予防）が高まってきており、コスト面という観点からも産業カウン

セラーや臨床心理士といった心理職の需要は高まってきていると言える。 

 一方、現場では本インタビュー調査でも明らかになったように、同じ事業場であっ

ても心理職と産業保健スタッフとの連携は依然として希薄であるようだ。 

 その理由として、1.産業保健スタッフと心理職とがそれぞれ事業場内・外資源とし

て異なった捉えられ方をされていること、2. 心理職の働き方の変化、3. 産業保健ス



 58 

タッフと心理職とのそもそもの接点が少ないということ、などが挙げられる。1.に関

して、産業医や保健師が産業保健スタッフとして雇用され始めているのに対し、産業

カウンセラーや臨床心理士といった心理職はあくまで事業場外資源という枠で雇用

され活用されていることが多いのではないだろうか。これは、元々社内に健康管理室

や診療室を設け、そこで常勤の医師、保健師や看護師等による健康支援がされてきた

が、精神面のケア・支援に関しては社外の精神科医や心療内科医、そして臨床心理士

（産業カウンセラー）に委ねることが多かったことに起因していると考えられる。従

って、本来、事業場内資源である産業医や保健師と、事業場外資源である心理職との

連携は、事業者側（人事労務スタッフなど）を介してはあったが、ひとまとめに産業

保健スタッフとして連携する発想は依然として乏しいのかもしれない。2.に関して、

従来より臨床心理士をはじめとする心理職は、企業の福利厚生サービスの一環として、

事業場外資源として企業内の健康管理室や診療所に派遣され、治療活動・相談活動を

担い、メンタルヘルス不調社員、職場不適応社員等への個別的な関わりが主な活動だ

った。しかし昨今では、安全配慮義務が厳しく問われる時代となって、かつての相談

室機能は人事労務機能に組み込まれるようになった。つまり、臨床心理士には、産業

保健スタッフとして、ステークホルダーの関係調整や、キャリア開発、組織開発と言

ったように、組織全体を扱うように、その業務内容やニーズが変わりつつあるのだと

考える。3.に関して、産業医や産業保健師などとの連携が希薄なのは、従来の概念に

沿って活動している心理職の存在や、それに気づかない人事労務スタッフや経営層の

存在が考えられる。 

 以上により、産業医をはじめとする産業保健スタッフと心理職が十分連携できれば、

たとえ嘱託産業医が月 1回の限られた訪問だとしても、カウンセリングを通して日常

的な従業員のフォローアップや、休職中の対応、復職時の心理教育などの実施が可能

になり、今まで以上に予防に力を入れた産業保健活動を推進できるのではないかと考

えられる。そのためにも心理職を採用する際には、産業医をはじめとする既存の産業

保健スタッフが関わることが重要だと考える。 

 

 

4.3.2  EAP（従業員支援プログラム）と産業保健スタッフとの連携

が希薄： 

  

 事業場外資源が有効活用されていないという問題に関して、EAP、特に電話応対サ

ービスを導入している企業ではその利用がほぼ皆無であり、また電話応対サービス、
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対面式のカウンセリングサービス問わず、EAP業者と産業保健スタッフとの連携もほ

ぼ皆無だということが判明した。つまり、事業場外資源として EAPが活用されていな

いという問題が挙げられた。 

 事業場外資源の一つに EAP も含まれる。EAP では従業員が業務に影響する個人的な

問題を解決するために専門的サポートをタイムリーに提供することで、職場でのパフ

ォーマンス（業績・生産性）の向上・維持をすることを目的とする。具体的には、カ

ウンセラーや電話先の相談スタッフを通して、業務上の悩みや私生活での悩み（経済

状態、介護問題、家族問題、疾病など）を相談するという流れである。1.5.用語の定

義で記したように、EAP には大きく分けて 3 つのタイプ、カウンセラーの派遣や電話

対応を行うカウンセリング型 EAP、医療機関から医師や保健師などを診療目的で派遣

する医療型 EAP、コーチングや組織改革を目的としたコンサルティング型 EAP がある

とされ、そのサービスの提供方法には主に、電話を介したものと、スタッフを派遣し

対面式で行うものとがある。 

 なぜ契約しているにも関わらずその利用率が低いままなのか、その理由として 1.

事業場内で EAP の告知が十分されていないこと、2.EAP 業者と企業側との連携が乏し

いこと、3.企業側の要望と EAPのサービス内容が一致しているとは限らないこと、が

挙げられる。1.に関して、EAP が労災保険やストレスチェックテストのオプションと

して付帯されている場合や、健康保険組合が福利厚生の一環として EAPを契約してい

る場合がある。この場合、契約時やストレスチェックテストの実施前後ではサービス

が告知される機会はあるだろうがそれ以外でどのような手段で告知するかは企業側

の人事労務スタッフや産業保健スタッフに託されており、現状として企業内での認知

度向上も図れていないのではと考えられる。2.に関して、EAP の利用状況やその具体

的な相談内容について基本的に企業側へのフィードバックはない。 

 本インタビュー調査では EAP 業者へのインタビューを実施したが、その中で、“基

本的に会社側へのフィードバックはない（コンサル型 EAP）”“産業保健スタッフとの

連携はなく、何かあった時も、契約者である経営層や事業本部長に通知する（コンサ

ル系 EAP）”という発言があった。このほか、EAPとしてカウンセラーが企業を訪問し

ているケースでも産業保健スタッフとの直接のやりとりはなく、紙面を介した上での

面談対象者の紹介や情報共有にとどまるケースだった。個人情報保護の観点からその

ように扱われているのかもしれないが、企業側としてはどれだけ効果が得られている

のか、その費用対効果も評価する必要性があるし、緊急時には迅速に EAP 側と情報共

有を望みたいところだが、現状として EAP業者と企業間でのそのようなやりとりはほ

とんどされていない。3.に関して、EAPにはその母体や専門とする領域から、医療型、
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カウンセリング型、コンサルティング型に大別されることは先述したが、これらの種

別は一見わかりにくく、またサービスの質に一定の基準は存在しないため、さまざま

な EAP 業者が乱立している状態とも言える
(28)

。このような状況下で、利用者が少な

く効果判定が十分行われていない中で、企業側のニーズと EAPサービスの内容が必ず

しも一致しないまま契約を行っている企業も少なくないのではと考えられる。 

 以上により、まずは産業保健スタッフによる社内での周知の徹底、利用促進のため

の工夫が必要だと考える。次に、EAP 採用時には、企業側の産業保健問題を熟知し、

どのような EAPサービスが必要なのかを提案できる既存の産業保健スタッフや人事労

務スタッフが、関わる必要があると考える。 

また、社会的には EAPのさらなる質向上を目指し、企業側のニーズに合う、適切な業

務提携に結びつけられるような、第三者認証機関による認証・認定制度が必要になっ

てくると考える。 

 

 

4.3.3 特定の（地域）医療機関との連携がほとんどない： 

 

 本インタビュー調査でも明らかになったように、従業員の病状や相談に応じて治療

的介入が必要だと判断された場合には医療機関を紹介することになるのだが、これが

依然として産業医の個人的なコネクションに委ねられている傾向にある。特に嘱託産

業医の場合には入れ替わりも多く、その都度紹介先が変わることにもなるし、紹介先

から企業側（産業保健スタッフ）へのフィードバックをはじめとするやりとりも持続

可能なものとは言い難くなるだろう。また、近隣開業医に産業医業務を依頼している

ケースや、勤務医に産業医を依頼しているケースだと、自院を紹介し治療に繋げると

いうケースは認めたが、産業医の中立性・独立性という観点では賛否が別れるだろう

と考えられた。この他に、健康診断を委託している大学病院を特定の医療機関として

紹介するケースもあったが稀だった。 

 外部の医療機関との連携がうまく行われていない理由として、1.事業場内の相談窓

口が機能していない、2.地域医療機関との繋がりが乏しくなったという社会的背景、

3.従業員の健康問題が身体的なものから精神的なものへとシフトしてきていること、

などが考えられた。1.に関して、事業場内の相談窓口が機能していないことについて

は、4.4 産業保健体制の脆弱性、にて述べるが、働き方やキャリアの多様性が増した

現代では事業場に頼ることなくある程度、自身で健康状態を判断し受診へたどり着く

ケースも増えてきているとも考えられる。ただし、仮に休職となった場合や何かしら
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の就業制限が必要となった場合には、主治医と産業保健スタッフとの情報のやり取り

や書類作成・提出等が必ずしもスムーズにはいかない状況も起こりうる。2.に関して、

かつては開業医が近隣の企業に産業医業務を依頼されるケースが多かった。しかし、

都市部へ人口が集中し、企業のみならず、開業医までもが乱立する現代では、もはや

地域と開業医、企業とを結ぶ繋がりは乏しくなってきていると考えられる。3.に関し

て、2017年の厚生労働省『労働安全衛生調査』によると、現在の仕事や職業生活に関

することで強いストレスとなっている事柄がある労働者の割合は 58.3%と、依然とし

て高値を示していた。その内訳として、「仕事の質・量」が 62.6%と最多であり、つい

で「仕事の失敗、責任の発生等」が 34.8%と、いずれも業務自体の事柄がストレス因

の上位を占めた。仮に、メンタルでの悩みがあったとしても、事業場内のスタッフに

相談するのが躊躇われるのは一般心理だろうし、職場としても精神科分野というセン

シティブな領域だけに安易に近隣医療機関を紹介することはできないのかもしれな

い。厚生労働省が定めた『事業場における労働者の心の健康づくりのための指針につ

いて』(10)
によると心の健康の保持増進においては 4 つのケアが必要だと言われてい

る。4 つのケアとは、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等

によるケア、事業場外資源によるケア、のことで、特に事業場外資源によるケアでは

事業場の外部にある専門的な機関や専門家を活用し、情報提供や助言を受けるなどの

サービスの活用、ネットワークの形成、職場復帰における支援などとされている。具

体的な事業場外資源として、産業保健総合支援センター、EAP、外部医療機関紹介な

どが挙げられている。例えば医療機関など事業場外資源（例えば医療機関など）を活

用することで、専門的な医療に繋げられるし、事業場内での相談を望まないケースに

も効果的である。事業場外資源の活用の促進には事業場内産業保健スタッフ等が窓口

となって、適切な事業場外資源から必要な情報提供や助言を受けるなど円滑な連携を

図るよう務める必要がある。また必要に応じて従業員を速やかに事業場外の医療機関

及び地域保健機関に紹介できるよう近隣医療機関のリストアップなどを日頃から行

なっておく必要もあると考える。この他、社会的な観点では、地域医師会のネットワ

ークを活用した、地域で企業の産業保健体制を見られるような仕組みづくりも求めら

れると考える。 
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4.4  産業保健体制の脆弱性 

4.4.1 産業保健体制の運営方法が曖昧： 

  

 産業保健体制の脆弱性という問題に関して、事業場外資源への窓口づくりが行われ

ていない現状や、事業場外資源である EAPや医療機関、臨床心理士・産業カウンセラ

ーとの連携がうまく行われていない現状、現場のスタッフによる試行錯誤での体制構

築及び、運営を余儀なくされている現状、つまり（産業保健体制の運営方法が曖昧）

という現場の現状が明らかになった。 

 2012 年（平成 24 年）の『労働者健康状況調査』において事業者側に実施したアン

ケート調査によると、メンタルヘルスに取り組んでいない事業所が 52.8%であり、そ

の理由として、「必要性を感じない」が 51%、ついで「取り組み方がわからない」が

31.6%を占めた。労働安全衛生調査へ移行後、「メンタルヘルスに取り組んでいる事業

所」の割合は 59.2%と増加傾向になっている。一方、厚生労働省『現行の産業医制度

の概要等』によると産業医数も毎年平均 2300 人のペースで新規登録者数が増えてお

り 2018年（平成 30 年）には総数 99799人に達したと言われている。しかし、実働数

については推定 3 万人程度とされ(29)
、産業医をはじめとする産業保健スタッフ数を

上回る勢いで産業医業務が増えてきているという現状も考えられる。現在、国や日本

医師会などから産業保健活動についての指針は出されていない。厚生労働省の『産業

保健活動をチームで進めるための実践的実例集』では、保健師をはじめとする各専門

職が揃いかつ自身の業務に専念できる環境下にいることを前提に書かれているなど、

理想形という意味では参考にはなるものの現状とは遠く、依然として具体的な取り組

み方は現場任せになっているのが現状であると考える。 

 理由として、1.現場にて産業保健活動の目的が共有されていない、2.に関しては、

産業保健スタッフが自らの知見を共有する場がほぼない、という 2点が挙げられるだ

ろう。1.に関しては、産業保健スタッフが一堂に集まる機会として安全衛生委員会が

開催されるはずが、委員会が委員会としての機能を持っておらず単なる報告会になっ

ているケースや、そもそも委員会が開催されず議事録のみの作成で終わらせているケ

ースもあると考えられる。その背景には、産業保健活動を推進することの意義や意図

を十分理解していなかったり、産業保健活動の優先順位をあまり高く捉えていない企

業（風土）や上長の存在が関与しているのも事実だろう。2.に関しては、厚生労働省

の実例集は出されたものの規模が小さい事業場では人的資源の不足や経済状況の不

安定さから適応することが難しく、体制づくりや運営方法に関するガイドラインがな
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い中、現場の人事労務スタッフが試行錯誤を余儀なくされているケースが認められた。

一つの職種が複数の役割を兼務しなければならない状況や、各々の専門性をうまく活

かしきれていない状況、などから産業保健活動がうまく機能していないケースが認め

られた一方で、人事労務スタッフが積極的に予防活動を行なっていたり、産業カウン

セラーを産業医以上に有効活用しようとしていたケースも認められた。これらの、

日々の産業保健活動における成功体験や失敗体験、ノウハウなどを、同じような業

種・規模の事業場同士と共有し勉強するような機会があれば大変有用だと考えられる。

そのような場として健康保険組合や職能団体といった、第三者機関を活用するのも有

効な方法だと考える。 

  

 

4.4.2 産業保健スタッフ間の役割分担が不明瞭： 

 

 産業保健スタッフの役割が不明瞭なゆえに、産業保健活動が前進しなくなっている

ようなケースが認められた。具体的には、産業保健スタッフのメンバー各々の役割が

不明瞭であり、特定のメンバーへの業務が集中しているケース（産業医が産業保健業

務にかかわらず保健師がその役割を代行するあまり業務過多に陥っている事例）や、

役割の押し付け合いが生じているケース（休職者への状況確認の電話に関して人事労

務側と産業保健師側とが役割の押し付け合いをしている事例）、その一方、産業保健

スタッフの業務量の増加に伴い、人的資源の不足などから特定の職種が複数の職務を

兼任し役割が曖昧にならざるを得ないケースも認められた。特に中規模事業場では人

事労務スタッフが衛生管理者を兼務せざるを得ず業務過多に陥る傾向が多いことが

明らかになった。 

 現在、事業場における産業保健師の選任率(30)
は、50 人以上 1000 人未満の事業場で

は 41.5%、50 人以上 200 人未満の事業場では 12.3%と規模が小さくなるにつれ選任率

は下がる傾向にある。一般的に産業保健師は申請さえすれば衛生管理者としても働け

るため、産業保健師がいるような比較的大規模な事業場だと産業保健師が衛生管理者

を兼務している割合が高い。一方、保健師が選任されていない事業場では衛生管理者

は職場にいる人事労務スタッフがその役割を担うことが多く、特に中規模事業場のよ

うな人的資源が不足しており経済基盤が不安定な事業場では、人事労務スタッフと衛

生管理者を同一人物が兼務している割合が高い。人事労務スタッフと衛生管理者を同

一人物が兼務することにより、情報のやりとりをする手間が省けること、無駄な対立

が避けられること、スタッフの節約につながるなどのメリットもある一方、本務であ
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る労務管理に加え、産業保健業務も担当することで業務量が増加し、業務の質が落ち

ることも危惧されると考える。本インタビュー調査でも、あまりにも業務が集中する

ため、ストレスチェックテストの集団分析や、復職後の定期フォローまで手が回って

いない人事労務スタッフ（衛生管理者）の現状が明らかになった。 

 さらには、人事労務スタッフの場合、業務上生じてしまう従業員の体調不良や事故

と言った突発的な出来事が業務量の増加に一層拍車をかけているという現状もある

だろう。人事労務スタッフへの過度な業務の集中は、個人情報保護の観点からも、産

業保健スタッフの中立性維持の観点からも、産業保健活動の活性化を阻害する大きな

要因となると考える。 

 また、中規模事業場に言えることとして、人事労務スタッフに限らず、現場が未だ

に産業保健スタッフという“チーム”という枠組みで捉えられていない状況や、最低

限の産業保健スタッフの選任で問題ないと捉える企業側（特に経営層）の誤った認識

などがこのような現状を生み出していると考える。 

 いずれにせよ、このように企業の中での産業保健スタッフというチームの立ち位置

やその役割を明確にしておくことが、中立性・独立性の確保にもつながり、ひいては

従業員への認知度向上、相談のしやすさや利用率向上にもつながるだろうと考える。

そのためにも、定期的に産業保健スタッフの配置人数や業務内容について話し合う機

会を設けることや、同一人物による役割の兼務（特に 200 人前後の事業場で人事労務

スタッフが衛生管理者を兼務する場合）は極力避けることが必要になってくると考え

る。 

 

 

4.4.3 中立性・独立性が確保しづらい： 

 
 特定の部署や人物が原因で、産業医をはじめとする産業保健スタッフの活動に影響

を及ぼしてしまうというケースを認めた。 

 産業保健スタッフと人事労務スタッフとが距離感を取りづらくなっている問題に

着目すると、この背景には複数の職務を兼任せざるを得なくなっているという状況が

考えられる。同様に、個人情報を扱える権限やその方法が不明瞭・不正確になってい

るとも言える。労働安全衛生法の改正により、産業医の権限ゆえに多数の規制強化が

施行されているが、その根拠には「産業医は専門知識を持ち、独立性、中立性を堅持

する医師である」という理由が存在する。少なくとも産業医は事業者に属せず「独立」

した判断主体であるという前提があるからこそ従業員が不利益を被ることなく健康
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相談を行えるのであって、事業者もまた安心して貴重な資料を提供できるのだと言え

る。 

 そもそも、産業医や産業保健師の中立性・独立性に関しては法律や学会で明記され

ているものの、産業保健スタッフという“チーム”の中立性・独立性に言及したもの

はない。推測するに、事業場の規模次第では産業保健スタッフと一言で捉えても、企

業側の業務と産業保健業務とを明確に区別することができないからだと考えられる。

しかし、そのような小規模な事業場こそ、相談へのハードルを下げるために、機密性

保持の観点からも、産業保健スタッフの中立性・独立性が確保されるべきだと考える。

故に、本研究では産業医のみならず産業保健スタッフという“チーム”自体の中立性・

独立性が必要だという観点で話を進めることとする。 

 本インタビュー調査では、産業保健スタッフが属する組織の上長の価値観や都合な

ど個人的要因により産業保健活動への取り組み方が大きく左右されてしまうという

現状も明らかになった。プラスに働く場合ならまだしも、上長が産業保健活動にあま

り興味を示さない場合には、会社全体の産業保健活動が制限されてしまう可能性にも

繋がりかねない。上長（人事部長）が愛煙家だったために受動喫煙に対する取り組み

が緩和されてしまったケースはその最たるものだろう。これは産業保健スタッフとい

う“チーム”が企業内にてその中立性・独立性が確保されておらず、特定の人物（上

長）の存在が全体の産業保健活動に影響をきたしているケースとも言える。一方、産

業保健スタッフが企業内で完全に独立した存在になることも難しい。つまり、これは

組織である以上、社内ではどこかの部署に所属しなければならない（つまり上長を持

たなければならない）というジレンマでもある。だからこそできるだけ上長の影響を

受けない方法や立ち位置で産業保健活動を継続する方法を考案する必要があった。す

なわちそれが、経営層をいかにして巻き込むか、いかにして直接意見・相談すること

ができるか、という今回の解決策へと繋がった。 

 

 

4.4.4  指示伝達経路や効果判定が十分ではない： 

  

  ストレスチェックテスト後の面談や集団分析、長時間労働者への面談、健康診断後

の面談など、産業医による事後面談及び事後措置（就労制限や労働環境の改善など）

を指示する機会は増えた。また産業保健師をはじめとする産業保健スタッフによる健

康教育やキャンペーンなどの活動を職場に提案し実践する機会も増えた。しかし、そ

ういった指示が最終的にしっかりと現場の従業員にまで降りて行っているのか、どの
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ような効果があったのか、というところまではフォローができていない状況である
（31） 

。つまり、3.4.4「指示伝達経路や効果判定が十分ではない」という問題が挙げられ

る。
 

 ストレスチェックテストの義務化や働き方改革にて、産業保健関連の業務は増加の

一途を辿っている。現場のスタッフは法令を遵守するために目の前の業務をこなさね

ばならないが、その結果（集団分析など）を従業員や事業場に還元することで労働環

境のさらなる改善に努める必要がある。また、日々の産業保健活動でも、特定保健指

導や、健康の保持増進対策、健康教育など産業保健スタッフから社員に向けて情報を

発信する機会や、イベントを企画する機会は増えた。だが、その都度、効果判定が行

われているかと問われると必ずしも十分とは言えないのではないだろうか。法令遵守

のためとは言え、やみくもに政策を投じていくことほど時間や人手、コストの無駄に

なることはない。たとえ一定の効果が得られたとしても長くは持続しないだろう。 

持続可能な産業保健活動を行っていくためにも、指示経路や情報共有をきちんと行う

こと、効果判定をその都度行うことが必要だと考える。 

 筆者は、復職時の指示系統を多職種で統一するために次のようなシート（図 IX）を

作成し現場での活用に向けて検討を重ねている。 
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                            図 IX復職支援プラン 

 

 

 休職者が復職した際には、通常、何かしらの就業制限を行い、3-6 ヶ月をかけて元

のパフォーマンスに戻していくような、ある種のリハビリテーション期を設けるよう

にしている。この間、産業医はおおよそ月 1回のペースで産業医面談を行い、その都

度本人の状態に従って就業制限を緩和していく。意見書を作成し、人事労務スタッフ
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と現場の管理監督者とで共有をしてもらうわけだが、産業医が思い描いた就業制限と、

現場が思い浮かぶそれとが必ずしも一致してないケースが認められた。そのため、対

象者の復職に関わる産業医、人事労務スタッフ、管理監督者が同じビジョンを共有で

きるように、各々の意見が反映できるような 1枚のシートを作成するに至った。 

このように指示伝達経路を可視化することにより、効果的に指示が伝わるだけでなく、

効果判定が的確に行われるようになることで、業務内容や労働環境の改善のみならず、

産業保健スタッフが活動を進めていく上でのモチベーションにつながるのではと考

えている。 
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第 5 章 検証 

 
 本章では前章で抽出した、中規模事業場において産業保健活動を活性化していく上

での 4 つの問題要素（11 項目）とその解決策（21 項目）の妥当性・有効性を検証す

るために、産業保健分野に各方面から携わっている 3名の学識経験者にインタビュー

調査を実施した。 

 

5.1  検証方法 

 以下の（1）〜（2）の 2つの流れで検証を実施した。その概要を記す。 

（1）妥当性と有効性の評価について： 

 評価方法としては、最初に、協力者に「中規模事業場において産業保健活動を活性

化していく上での 4つの問題点とその解決策」の詳細について解説した。 

 次に、それぞれ 6 段階評価とし、問題に対しては、「極めて当てはまる」を 6、「全

く当てはまらない」を 1 として評価。解決策に対しては、「極めて有効である」を 6、

「全く有効ではない」を 1として評価してもらった。なお、解決策が複数ある場合は、

総合的に評価した数字を記すこととした。 

（2）これらを超えて重要であると思われる問題や解決策、その他意見など 

 

5.2  インタビュー対象 

協力者 1：社団法人 日本産業衛生学会 元理事 

協力者 2：学校法人 慶應義塾大学医学部ストレス研究センター 副センター長 

協力者 3：労災関係の研究機関の職員 
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5.3 検証結果 

 3名の学識経験者の評価は次のとおりである。 

 

 

【協力者 1】 

インタビュー実施日時：2020 年 1月 7日 10:30-11:30 

属性：一般社団法人日本産業衛生学会 元理事 

産業保健に携わっている期間：約 40 年 

 

（1）有用性の評価について： 

1 産業医の就業スタイルに起因する問題  

 1.1 嘱託産業医の時間的制約は大きい 問題について（以下、問題）：5 点 解決策

について（以下、解決策）：5 点 

 1.2 開業医・勤務医が産業医を兼任していると産業保健活動に十分な時間が割けない 

問題：4 点 解決策：6 点 

 1.3同じ企業内でも産業医同士の連携が希薄  問題：6 点 解決策：5 点 

2産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない   

 2.1 産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない  問題：6 点 解決策：6 点      
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3事業場外資源が有効活用されていない  

 3.1心理職と産業保健スタッフとの連携が希薄 問題：5 点 解決策：6 点 

 3.2 EAP（従業員支援プログラム）と産業保健スタッフとの連携が希薄 問題：6 点 

解決策：6 点 

 3.3 特定の（地域）医療機関との連携がほとんどない 問題 6点 解決策：6 点 

4 産業保健体制の脆弱性 

 4.1 産業保健体制の運営方法が曖昧 問題：6 点 解決策：5 点 

 4.2産業保健スタッフ間の役割分担が不明瞭 問題：5 点 解決策：6 点 

 4.3中立性・独立性が確保しづらい 問題：5 点 解決策：6 点 

 4.4指示伝達経路や効果判定が十分ではない 問題：5 点 解決策：5 点 

 

(2) これらを超えて重要であると思われる問題や解決方法、その他意見など 

・産業医の時間的制約以外にも専門性の問題もある。精神科はわからない、扱いたく

ないという医師は多い。 

・精神科医師でないと法令対応できないと思いこみ、産業医の解雇する企業も増えて

いる。 

・統括産業医が人事権を持つのなら資質向上にも努めないといけない。 

・取締役会でスレスチェックテストの集団分析の結果をシェアするといい。 

・医師と保健師、カウンセラーで同じカルテを共有するのはいいかもしれない。 

・EAP の企業側へのフィードバックとしてせめて統計のようなものはあってもいいか

もしれない。 

・経営に入らなければ本当の意味での産業保健スタッフの中立性・独立性の確保は難

しい。だから産業医にも取締役になってほしい。 

 

 

【協力者 2】 

インタビュー実施日時：2020 年 1月 7日 18:00-19:00 

属性：学校法人慶應義塾大学医学部ストレス研究センター 副センター長  

産業保健に携わっている期間：約 30 年 

 

（1）有用性の評価について： 

1 産業医の就業スタイルに起因する問題  

 1.1 嘱託産業医の時間的制約は大きい 問題：6 点 解決策：6 点 
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 1.2 開業医・勤務医が産業医を兼任していると産業保健活動に十分な時間が割けない 

問題：6 点 解決策：6 点 

 1.3同じ企業内でも産業医同士の連携が希薄 問題：6 点 解決策：6 点 

2産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない  

 2.1 産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない  問題：6 点 解決策：6 点 

3事業場外資源が有効活用されていない  

 3.1心理職と産業保健スタッフとの連携が希薄 問題：6 点 解決策：6 点 

 3.2 EAP（従業員支援プログラム）と産業保健スタッフとの連携が希薄 問題：6 点 

解決策：6 点 

 3.3 特定の（地域）医療機関との連携がほとんどない 問題 6点 解決策：6 点 

4 産業保健体制の脆弱性 

 4.1 産業保健体制の運営方法が曖昧 問題：6 点 解決策：6 点 

 4.2産業保健スタッフ間の役割分担が不明瞭 問題：6 点 解決策：6 点 

 4.3中立性・独立性が確保しづらい 問題：6 点 解決策：6 点 

 4.4指示伝達経路や効果判定が十分ではない 問題：6 点 解決策：6 点 

 

(2) これらを超えて重要であると思われる問題や解決方法、その他意見など 

・産業医側、企業側が産業保健にどこまで質を求めるか。 

・産業医の派遣さえできていればいいとされていた時代から、どれだけいい産業医を

選べるか、が重要になってくる。 

・医療関係者同士だと遠慮してしまう。 

・多職種同士、共通言語がないというのも原因じゃないか。これはスタンダードがな

いとも言える。 

・産業医から見ればもちろん産業保健でしょうと思うけれど、人事から見れば数ある

仕事のうちの一つ。 

・心理職は組織へのトレーニングという観点での教育が弱い。 

・手軽な効果判定方法があれば、それがやりがいにも通じると思う。 

 

 

【協力者 3】 

インタビュー実施日時：2020 年 1月 16 日 9:30-10:30 

属性：労災関係の研究機関の職員 

産業保健に携わっている期間：約 30 年 
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（1）有用性の評価について： 

1 産業医の就業スタイルに起因する問題  

 1.1 嘱託産業医の時間的制約は大きい 問題：6 点 解決策：5 点 

 1.2 開業医・勤務医が産業医を兼任していると産業保健活動に十分な時間が割けない 

問題：6 点 解決策：6 点 

 1.3同じ企業内でも産業医同士の連携が希薄 問題：5 点 解決策：6 点 

2産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない  

 2.1 産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない  問題：6 点 解決策：6 点 

3事業場外資源が有効活用されていない  

 3.1心理職と産業保健スタッフとの連携が希薄 問題：5 点 解決策：6 点 

 3.2 EAP（従業員支援プログラム）と産業保健スタッフとの連携が希薄 問題：6 点 

解決策：5 点 

 3.3 特定の（地域）医療機関との連携がほとんどない 問題 6点 解決策：6 点 

4 産業保健体制の脆弱性 

 4.1 産業保健体制の運営方法が曖昧 問題：5 点 解決策：6 点 

 4.2産業保健スタッフ間の役割分担が不明瞭 問題：6 点 解決策：5 点 

 4.3中立性・独立性が確保しづらい 問題：5 点 解決策：6 点 

 4.4指示伝達経路や効果判定が十分ではない 問題：6 点 解決策：6 点 

 

(2) これらを超えて重要であると思われる問題や解決方法、その他意見など 

・中規模事業場の産業医は最低限のことすらできていないのが現状。 

・産業医訪問をいかに有効活用するかは産業医側と企業側の両者の意識が大切である。 

・会社のことをどれだけ真剣に考えてくれるか、そういう産業医を雇用する必要があ

る。 

・建前上、人事労務スタッフと衛生管理者は区別しているが、実態としては人事労務

スタッフと衛生管理者は同一人物が担った方がうまくいく場合が多い。 

・労働安全衛生マネジメントシステムの産業衛生分野での利用が広まると系統だった

産業保健体制や活動が期待できるのでは？ 

・EAP の登録制度は労働者健康安全機構が行なっているが、質の確保までには至って

いない。 
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5.4 検証結果の考察 

 前項では 3 人の学識経験者にインタビュー調査を実施し、「中規模事業場において

産業保健活動を活性化する上での 4 つの問題要素とその解決策」の検証を実施した。

いずれも評価が 4以上であり、問題要素と解決策ともにその妥当性・有効性が確認さ

れた。 

得られた検証結果と学識経験者の意見をもとに以下に考察を記す。 

 

 

5.4.1 産業医の就業スタイルに起因する問題 

5.4.1.1 嘱託産業医の時間的制約が大きい： 

 

 検証インタビューでは、限られた時間を有効に使うかどうかは、産業医側と企業側

の産業保健業務への認識や取り組み方にも大きく左右されるだろうといった意見が

出された。つまり産業医と企業側ともに産業保健活動にどれくらいの質を求めるかと

いうことである。これは双方の産業保健業務への認識の共有という意味では「産業医

の採用時には既存の産業保健スタッフも関わること」という解決策（4.1.1）とも関

わってくると考えられる。産業医の大部分を占める嘱託産業医の中には、バイト感覚

で単に収入を得たいために勤務するケースや、自己研鑽や産業保健への純粋な興味か

ら勤務するケースまで様々だと考えられる。産業保健分野への需要が高まる中、産業

医の数や質を高めていくためにもどのようにして産業保健活動へのインセンティブ

を高めるか、ということも産業医側・企業側双方が検討して行く必要があると考える。 

 

 

5.4.1.2 開業医・勤務医が産業医を兼任していると産業保健活動に

十分な時間が割けない： 

 

 検証インタビューにおいて、産業医の養成研修・講習、斡旋を行なっている日本医

師会では、産業医が安心して活動に専念できる環境・体制作りに向け産業医の全国組

織化に取り組み始めているという意見が出された。現在協議段階ではあるが、今後、

産業医の質の向上や、産業医業務のしやすさ、ひいては産業医の増加の一助となるこ

とが望まれる。 
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5.4.1.3 同じ企業内でも産業医同士の連携が希薄： 

 

 検証インタビューにおいて、医療分野では各々の専門性の高さゆえに専門とする科

を超えて干渉することを好まず、“つい遠慮してしまう”風潮があるということが明

らかになった。 

 医療分野には様々な専門科目が存在するが、それぞれに専門性が高く、高度に細分

化され発展してきているという背景があると考える。同じ疾患でも専門により見解が

異なるものもあり、他の専門領域に踏み込む、口を出すと言ったことに遠慮し、躊躇

われる風潮があることは否めない。これは病院の規模を問わず共通する特性であると

考える。しかし、一方で、“遠慮”という言い訳で無責任な行動をし、相手や周囲の

負担を増やしているケースもないわけではないと考える。 

 産業医同士の連携を進めていくことは、産業保健分野での横断的な知見の共有にも

繋がり、産業保健分野のさらなる前進にも繋がることだと考える。産業保健というあ

まり周知されていない分野だからこそ、専門性の壁に躊躇するのではなく、共に創り

上げていくという気概が必要なのではないだろうか。 

 

 

5.4.2 産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない 

5.4.2.1 産業医と人事労務スタッフとの連携が十分ではない: 

 

 検証インタビューにおいて、あるべき姿は衛生管理者と産業医とが連携することだ

が、実態としてうまくいっているのは人事労務スタッフと産業医との連携がうまくい

っている事業場、という意見が出された。これは、現状として、衛生管理者よりも人

事労務スタッフが健康管理に携わっているケースが多いからだという。加えて、中規

模事業場のような小規模の事業場では、人事労務スタッフが衛生管理者を兼務してい

る場合が多く、その役割が明瞭になっていないという現状も考えられる。人事労務ス

タッフと衛生管理者を同一人物が兼務することについては 5.4.4.2にて記すが、少な

くとも産業医と人事労務スタッフとの連携を促すことが産業保健活動の活性化につ

ながることが明らかになった。 
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5.4.3 事業場外資源が有効活用されていない 

5.4.3.1 心理職と産業保健スタッフの連携が希薄: 

 

 検証インタビューでは、産業保健スタッフ内の医療専門職はカルテを統一してはど

うか、という意見や、連携を進める上で機密保持に関わる細かいルール決めを行う必

要がある、といった意見も出された。また、心理職や後述する EAPといった事業場外

資源と、企業内での中立性・独立性を謳う産業医をはじめとする産業保健スタッフと

は、機密が保持されやすいという観点からも連携を促進することに肯定的な意見は多

かった。また、保健師と心理職はその役割が重複する傾向があり、互いが棲み分けを

行なっている状況もあるといい、多職種連携は見かけ以上に根が深い問題といったこ

とも明らかになった。各事業場での現状に即した役割配分が検討されるべきだと考え

る。 

 

 

5.4.3.2 EAP と産業保健スタッフとの連携が希薄: 

 

 検証インタビューでは、現在、労働者健康安全機構が EAPの登録制度を実施してい

るようだが、EAP の質の確保と統一化といったところまでは関与できていない現状だ

という。事業場内の資源が十分ではない中小規模事業場の産業保健体制の充実化を図

っていく上で、事業場外資源として EAPの存在は大いに期待できるものであり、今後

は一層の質の確保と有効活用が望まれると考える。 

 

 

5.4.3.3 特定の（地域）医療機関との連携がほとんどない: 

 

 検証インタビューでは、今後は産業医として自ら事務所を開業する医師も増えてく

るだろうから、病院と地域、企業とを結ぶ産業保健サービスの充実化が望まれるとい

った意見も出された。また、前述した産業医の全国組織化を進めていく上でも、産業

医と地域医師会に加入している医療機関との連携が望まれ、産業医不在時の対応など

産業保健分野における問題解決への一翼を担うものと考えられる。 
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5.4.4 産業保健体制の脆弱性 

5.4.4.1 産業保健体制の運営方法が曖昧: 

 

 検証インタビューでは、労働衛生コンサルタントを有効活用しては、という意見も

出された。労働衛生コンサルタントとは、労働安全衛生法第 83 条に基づく労働衛生

コンサルタント試験に合格した者で、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の

水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うこ

とを目的とする職種である。そもそも安全衛生についての専門的なスタッフ部門を設

けることが困難な中小企業に対し、企業外の民間有識者の知識や助言を活用すること

で、事業場内の安全衛生上の問題点を把握し、それに対する対策を促進するために設

けられた制度である。しかし今回インタビュー調査にて一度も労働衛生コンサルタン

トの名称は出てこなかったことから、さらなる知名度と地位の向上が求められると考

えられる。 

 

 

5.4.4.2 産業保健スタッフ間の役割分担が不明瞭: 

 

 解決策として提案した「衛生管理者と人事労務スタッフの同一人物の兼務を避ける

こと」については、検証インタビューにて意見が別れた。3 名中 1 名が正反対の意見

を述べ、それは、人事労務スタッフと衛生管理者は同一人物が兼務した方がいい、と

いう意見だった。その理由としては、衛生管理者と人事労務スタッフはそれぞれ根拠

法が異なり、同一人物が兼務することで情報共有の手間が省け、無駄な対立を回避し、

円滑な産業保健活動を実施できるのだという。実態としては事業場の規模が小さくな

るにつれ兼務しているケースが多く、同一人物が兼務した方が円滑な産業保健活動を

実施できるのだという。ただし、人事部との距離感という観点では、産業医をはじめ

とする産業保健スタッフの中立性・独立性の確保はしづらくなる可能性があるとも考

えられる。兼務に関しては法律には明記されていないものの、厚労省の『実例集』で

も役割を明確に分けて説明されているように、本来は兼務しないほうが望ましいとさ

れる。規模や業務量にもよるだろうが、業務が集中し、衛生管理、人事労務業務のい

ずれかにあるいは両方に悪影響をきたすようならば不適切な選任と考え、衛生管理者

と人事労務スタッフの同一人物による兼務は控える必要があると考えられる。 

 



 78 

5.4.4.3 中立性・独立性が確保しづらい： 

 

 本邦ではまだ稀であるが、医療従事者が役員に任命される事例が出てきている。例

えば 2019年、大手インターネット関連企業にて CMO（チーフ・メディカル・オフィサ

ー）という役職が新たに誕生し医師が着任した。CMO は社内の医療関連事業の責任を

請け負う役職であり、産業保健とは少し異なるが、役員をはじめとする経営層に医療

従事者が就任したことは、社内にいる産業保健スタッフにとって産業保健活動を活性

化していく上でも、追い風になることに間違いないだろうと考える。 

 

 

5.4.4.4 指示伝達経路や効果判定が十分ではない: 

 

 検証インタビューでは、近年本邦にて労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）

への産業保健分野への取り組みが検討されているという。OSHMS とは、安全衛生方針

の下に、PDCAサイクルを用いて、安全衛生管理を自主的に実施・運用することにより、

労働災害の潜在的危険を低減し、安全衛生管理水準の向上を図る経営の仕組みである。

これを産業保健活動に適用することで、系統だった産業保健活動が推進できるように

なるという。ただし、現時点で一部の大企業でしか実用化はされておらず、中規模事

業場のような小規模の事業場での運用は現実性が乏しいと考える。 
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第 6 章 終わりに 

6.1 結論と提言 

 本研究では、産業保健スタッフ計 17 名へのインタビュー調査により、『産業保健

活動を活性化していく上での問題』について計 209発言を抽出した。それらの発言に

ついて GTAの一部と KJ 法を用いてグループ化を行い、「中規模事業場において産業保

健活動を活性化していく上での 4 つの問題要素（11 項目）とその解決策（21 項目）」

を提案した。次に、学識経験者へのインタビュー調査を通し、いずれの項目も妥当性

と有効性が検証された。 

 4 つの問題要素とは「産業医の就業スタイルに起因する問題」、「産業医と人事労務

スタッフとの連携が十分ではない」、「事業場外資源が有効活用されていない」、「産業

保健体制の脆弱性」である。それらに対する解決策は計 21 個にわたり、内容が重複

している項目や類似している項目も含まれ、提言としてわかりやすく提示するために、

さらなるグループ化により最終的には 3つの提言に集約し、その詳細を本項に記すこ

ととした。 

 図 Xでは、上述のインタビュー調査から提言に至るまでの大まかな流れを示してい

る。 

  

図 Xインタビュー調査から提言に至るまでの大まかな流れ 
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下の図 XIは、「中規模事業場における産業保健活動を活性化していく上での 4つの問

題要素」と、3 つの提言との関係性を記した図である。3 つの提言が 4 つの問題要素

の解決策として全てを網羅していることがわかる。 

 

 

図 XI 中規模事業場における産業保健活動を活性化していく上での 4つの問題要素と 3つ提言

との関係性を示した図 

 

以下に、3つの提言の詳細を記すこととする。 

 

提言 1： 

産業保健スタッフや事業場外資源（EAP、心理職等）の採用時には既存の産業

保健スタッフも関わるようにする。 

中でも産業医採用時には人事労務スタッフとの親和性に重きをおく。 

 

 産業医や産業保健師といった産業保健スタッフ、EAP などの事業場外資源を採用す

る際には、すでに社内にいる産業保健スタッフもしくは産業保健スタッフ経験者を採

用に関わらせることにより、採用後の産業保健スタッフとの連携方法やルールなどを

予め共有することができる。採用後は、主に産業保健スタッフとして産業保健スタッ

フと直接やりとりを行うことにより機密情報保持下で、状況に応じて必要な専門職か

ら必要な支援を提供できる体制を構築できる。 
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提言 2： 

人事労務スタッフと衛生管理者の兼務は、業務量が増えるようならば極力控え

るようにする。 

   

 人事労務スタッフと衛生管理者の同一人物による兼務を控えることにより、人事労

務スタッフへの過剰な業務集中を防ぐことができ、衛生管理者として産業保健業務に

注力できる体制が整うのと同時に、産業保健スタッフ（特に産業医）は人事労務スタ

ッフ（人事部）との適度な距離感を維持することができ、さらなる中立性・独立性の

確保が実現できる。 

 

提言 3： 

産業保健スタッフはそのチームリーダー（主に産業医）を通し、経営責任者に

直接報告・提案ができるようにする。 

 

 産業保健スタッフはチームリーダー（主に産業医）を通して経営責任者に直接報

告・提案ができる体制を構築することで、上長や人事部といった特定の人物や部署の

意向や体質に影響されることなく事業場全体を見据えた、持続的な、産業保健体制お

よび産業保健活動を実施することができる。 

 

 

6.2 今後の課題と展望 

 5.3 検証結果で記したように、本研究で導出した「中規模事業場において産業保健

活動を活性化していく上での 4つの問題要素とその解決策」に対しては、この問題要

素が中規模事業場における産業保健活動の活性化の妨げとなること、そしてこの解決

策を用いることにより活性化を望めるであろうことが検証により確認された。 

 その一方で、5.4 検証結果の考察で記したように今後検討を続けなければならない

課題を認めた。具体的には、人事労務スタッフと衛生管理者を兼務すべきか否かとい

う問題である。法律上では兼務の可否については言及されていない。兼務することで

の活性化が見込める一方で、特定の人物への業務集中という可能性も生じうる。国や

行政が理想とする姿と現場の現状とに乖離があると考えられ、今後、さらなる検討が

望まれる。 

 また、検証でその妥当性と有効性が確認されたものの、具体性や実現可能性につい
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ては乏しいと思われる提案も認めた。例えば、経営責任者を巻き込んだ産業保健体制

作りや、地域医師会のネットワークを活用した医療機関と近隣企業を包括するネット

ワークの構築などである。また、教育や研修の場を用いた、産業医をはじめとする産

業保健スタッフへの意識改革も、短期間でなされるものではないと考える。これらの

具体性や実現可能性については引き続き検討していく必要性があると考えられる。 

 

 産業医や産業保健師という働き方は医療の世界では依然としてマイナーな分野と

される。病院の中で臨床医として過ごしていると、ついその場が世の中の中心である

かのような錯覚に陥りがちであるが、病院の外の世界ははるかに広く、健常な人はも

ちろん、境界状態の人や、受診しようにもできない重症の人もいる。そのような外の

世界に身を置いてみると、産業保健という分野が、決して臨床現場の延長線上にある

のではなく、いかに健常な状態を維持するか、予防に努めるのか、さらなるパフォー

マンス向上を目指すか、という、これもまた一つの専門分野であることが分かってく

る。医療で培った知見はもちろん産業保健の場にも役立つが、それだけでは解決には

至らない。それは、人間の営みが医学のみで成り立っていないことと同様に、産業保

健分野が、医学の他に、社会情勢や経済、法律、など様々因子が直接的・間接的に影

響し合うことで形成される分野であると考えるからだ。まさに本研究は、自らが所属

する医学という観点だけでは成し遂げられず、システムデザイン・マネジメント研究

科と言う医学から独立した立場で、産業保健体制を一つのシステムと見なし、あらゆ

るアプローチ方法を選択できるような学問分野だからこそ形にすることができたの

だと考える。 

 今後は、今回得られた研究成果をもとに、導出した問題を解決しうる新たな産業保

健システムを構築するか、医学の分野で産業保健について研究を深めるか、はたまた

産業医としての現場の道を極めるのか、検討中である。何れにせよ、本研究は、自身

が選んだ産業医という生き方を後押ししてくれるような、大変貴重な機会となった。 
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付録 A インタビュー調査で得られた 209 の発言（『プロパティ』『ディメンショ

ン』部分を省略したもの） 

 
 
 
① 産業保健スタッフに求められる役割の増加を感じることはありますか？（いつくらいから、どのよう

な業務が増えてきたかなど） 

No. 職種 データ ラベル名 

①-1 産業医 ストレスチェック以降増えている

感じがします。3年前からストレス

チェックでまず増えて、あとは、今

回の法改正で、長時間面談のルール

がかなり厳しくなったというのも

ある。 

法改正に伴い産業保健業務が増加して

いる 

①-2 産業医 働き方改革で残業時間の規制が厳

しくなって、法律で罰せられたくな

いから、それに合わせて今年から、

なるだけ準備して、残業を減らして

いこうという会社が多い。 

罰せられないよう会社は対策や準備に

追われている 

①-3 産業医 人事としては早急に対応しないと

いけない。人事が従業員に直接言え

ない代わりに、面談になった人に対

して産業医の方から、意見書で強く

言ってくださいと頼まれることは

ある。 

人事の代わりに産業医が代弁する機会

が増加してきている 

①-4 産業医 休職の判断とかも、前よりも早めに

（人事から）求められるようになっ

た気がする。 

産業医業務に早急な対応が求められ始

めている 

①-5 保健師 （業務量が増えたかどうかは）会社

によってですかね。所属している部

署によるのかなとも思います。 

会社や部署によって産業保健への取り

組み方が異なる 
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①-6 保健師 体制づくりと言いますか、うちの会

社は産業保健のルール作りとかが

できたばかり。 

産業保健体制のためのルール作りに系

統だったものがない 

①-7 保健師 色々始めるとなった時の土台をま

ず作らなくてはいけなくて、私は保

健師なので今までは保健指導とか

がメインの仕事だったんですけど、

今は産業保健業務を社内で進める

ための準備作りとかをするように

なりました。 

産業保健業務を遂行するにあたり産業

保健スタッフの業務が多様化・変化 

①-8 保健師 面談調整が増えていますね。 面接の機会が増加している 

①-9 保健師 保健師の手があいていないという

ことで先生に面談をほとんどお願

いしていたこともある。先生が要面

談、とつけた人は基本的には先生が

診ていました。 

特定の専門職への業務の集中 

①-10 保健師 ストレスチェック後の高ストレス

者の面談は週一回くる産業医の先

生にお任せをしていて、プラス健康

相談、産業医の面接とは別に、”会

社には知られたくないけど面接を

受けたいですよ”、という面談を産

業医と保健師とで手分けしてやっ

ている。 

過剰な業務負担により他の産業保健ス

タッフとで業務分担せざるを得なくな

っている現状 

①-11 人事労務 年々ストレスチェックとか健康診

断とかそういう部分が法律的に手

厚くなっているので、そういう分野

での仕事は増えている。 

法改正の伴い、産業保健スタッフに求め

られる業務は増加している 

①-12 人事労務 メンタル系の体調不良っていうの メンタル疾患の社員の増加 
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が数年前よりは割と顕在化しやす

くなったというのは感じますね。 

①-13 人事労務 先生にも、産業医という肩書きでも

すごい権威のある先生もいらっし

ゃいましたが、あまり相談ができな

いというようなケースも過去には

ありました。 

産業医との活発なコミュ二ケーション

を望む声 

①-14 人事労務 ストレスチェック関連の業務が増

えてきました。 

ストレスチェックテスト に関わる産業

保健スタッフの業務の増加 

①-15 人事労務 ハラスメント対策が増えてきまし

た。 

ハラスメント対策の必要性の増加 

①-16 保健師 健康経営が始まってから、業務量が

増えてきたなとは感じています。 

健康経営という新たな指標の出現、およ

びそれを目指すために経営陣が産業保

健スタッフを鼓舞する機会が増加 

①-17 保健師 コンプライアンスに力を入れてい

るんですけと、同意書のやりとりだ

ったりとか連絡や書類関係が増え

てきていますかね。 

産業保健活動を推進するにあたり、書類

関係の業務が増加 

①-18 保健師 本社はメンタル者がすごく増えて

きていて、その対応に追われていま

すね。 

メンタル疾患の社員への対策業務の増

加 

①-19 産業医 どちらかというと二次三次予防的

なところの対応が多いけど、それは

昔に比べると減って来ている。2017

年くらいが一番大変だった。 

二次三次予防への対応が多いが、いずれ

も減少傾向 

①-20 産業医 休職者数とか当時に比べると明ら

かに減っているから。だからそうい

う意味での三次予防的な対応の件

数は減っている。 

休職者が減ってきているので三次予防

への対応は減少 
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①-21 産業医 役割という意味では一次予防的な

話をするようになった。マインドフ

ルネスとかそういうのは昔はなか

った、10年前とか。 

マインドフルネスなど一次予防への対

応が増加 

①-22 人事労務 社員の増加ですね。プラスで 80 名

以上増えました。毎年毎年メンバー

が増加して来ているのと、働き方改

革とで、努力義務ではなくてしっか

り考えないといけないというのが

あり、最近追い詰められて来てるな

という感覚があるので、会社的にも

こういうとこをしっかりしないと

まずいよねという感じがしてきて

います。 

社員の増加と働き方改革などへの対応

に迫られ、人事労務の仕事が増加 

①-23 人事労務 今後は、勤怠管理のような細かくモ

ニタリングする業務が増えるかな

という風に思います。 

人事労務では、勤怠管理など細かくモニ

タリングするような業務が増加 

①-24 人事労務 長時間管理や健康管理の対応が増

えてきている。 

長時間管理や健康管理への対応が増加 

①-25 人事労務 増えてきましたね。相談事が増えて

きている。 

産業保険スタッフに健康相談しやすい

環境に変化しつつある。 

①-26 人事労務 思います。単純に産業保健業務の項

目が増えているということもあり

ます。 

産業保健業務自体の項目増加 

①-27 人事労務 元々は、産業保健業務は、基本的に

健康診断の実施と届け出と、という

ことでしたが、そこにストレスチェ

ックというのも増えてきましたし、

働き方改革に伴って（増えてきてい

ストレスチェックの義務化は大きかっ

た。次は働き方改革によるもの。が増加

してきている。 
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る）という感じで。 

①-28 産業医 あります。ストレスチェックの義務

化以降、働き方改革などでも事後措

置としての面談が増えた印象でな

いです。 

ストレスチェック義務化以降、面談業務

の増加 

①-29 産業医 特に常勤で働いている会社では感

じますが、嘱託で行っている会社で

は業務量自体が増えた印象はない。 

嘱託で関与している会社では全体の業

務量が把握しにくい 

 

 

 

② 産業保健スタッフに求められる役割に対応しきれていると思いますか？対応しきれていないと感じ

ることはありますか？ 

No. 職種 データ ラベル名 

②-1 産業医 もちろん法令の関係もあるのでちゃんと

対応するようにはしている。 

法律改正のたびに現場が適応す

る必要性がある 

②-2 産業医 ストレスチェック後の面談は増えないで

すね。例えばストレスチェックテストの面

談対象者が管理職なら、他の方にもそうい

う場面（面談）を役立てていただくような

ことは大事だと思う。 

管理職における高ストレスの顕

在化 

②-3 産業医 制度の有効性をちゃんと検証したほうが

いいと思っている。要は今のまま制度がど

んどん増えて行ってしまうとやっぱり（現

場としても）対応しきれなくなる。 

ストレスチェックテストの効果

が曖昧 

②-4 産業医 ストレスチェック後の面談業務に対応す

る機会が増えました。 

ストレスチェックテストの義務

化に伴い面談が増加してきてい

る 



 92 

②-5 産業医 やはり面談業務にマンパワー取られてい

ますね。 

産業保健スタッフの業務量が増

加 

②-6 産業医 労基法の改正で民間企業の業務の蓋が取

り決められたので、それに対応するような

業務が増えました。なんとか対応できてい

ます。 

労基法改正による長時間労働者

に対する面談等業務が増加 

②-7 産業医 もっと時間があればいいのになと思う。 産業医面談を望む声と、産業医

の活動時間の制約 

②-8 産業医 突然具合が悪い人が現れた場合には、保健

師一人では対応が難しいと思います。 

産業医不在時の緊急ルートの確

保の必要性 

②-9 保健師 去年は理解力のあるトップ（拠点長）だっ

たのでなんでも挑戦させてくださったの

でうまく対応することができた。今年は違

います。 

上司のキャラクターやスタンス

により異なる産業保健体制 

②-10 保健師 人によって協力的だったりこれは最初か

らダメという人もいますし、要するにどん

なメンバーに恵まれるかなのかなと思い

ます。 

チームメンバーのキャラクター

やスタンスによって異なる産業

保健体制 

②-11 産業医 復帰支援とかその辺に関してはマンパワ

ー的には足りていて対応できているかな

という感じがする。 

産業保健業務に関して、マンパ

ワーでなく機能面での評価が乏

しい 

②-12 人事労務 （産業医への時間外の）電話やメールのや

りとりは契約には含まないのでそこは費

用請求しにくい。 

産業医次第では、不在時にも電

話やメールで対応してくれる。

しかし依然として企業側からの
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ハードルは高い。 

②-13 人事労務 まだ過渡期でどういう風にしたらいいか

も手探り状態です。 

産業保健業務の方法について系

統だったものがなく現場（人事

労務）も手探り状態 

②-14 人事労務 業務量も減らしてもらったので、その辺り

（勤怠管理など）の仕事が増えてきそうな

ので、経理業務は手放したので時間は取れ

ていくんじゃないかと思っています。 

特定の職種への業務集中。人事

労務に関しては兼任で複数の業

務を担当しているという現状。 

②-15 人事労務 そうですね、基本的には最低限のところは

できているかなと思いますが、今後余力が

あれば、保健師さんとかに入っていただい

て、従業員の教育や啓蒙はコンスタントに

やって行きたいなと思っています。 

最低限は遵守できているが満足

ではない。 

予防として産業保健師さんを導

入する。 

②-16 人事労務 切り口はさまざまだと思いますが、それこ

そ食生活だとか、健康診断のこういう数値

をもっと見てみるとか、意味合いを知ると

か、具体的に教えてあげるという機会があ

ればなと思う。まだ対応はできていない。 

予防の大切さを社員に伝える機

会を模索している 

②-17 産業医 産業医面談が必要な場合は、本社の産業医

が見てくれます。 

統括産業医が嘱託産業医の業務

をカバーしてくれる場合がある 

②-18 産業医 支店で面談をするとなったら時間的には

厳しいと思う。 

嘱託産業医が訪問時に面談する

には時間的制約がある 

②-19 産業医 本当に最低限のことだけをこなしている

印象。 

最低限の産業医活動は行えてい

る。 
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③ その他、産業保健活動を実施する上で困っている点や課題だと思う点はありますか？ 

No. 職種 データ ラベル名 

③-1 産業医 絶対に呼んでも来ない人、所見ありなのに

来ない人はどうしてもいる。 

産業保健には社員の主体性が大

いに関係する 

③-2 産業医 産業保健に対する熱量が会社の人事によ

って全然違う。 

人事の熱量次第で大きく異なる

産業保健体制 

③-3 産業医 “とりあえず法律で決まっているから安全

衛生委員会に出てください”、“何となくこ

の時間面談しといてください”、“健康診断

チェックしといてください”くらいないと

ころもあるし、そこが会社の人事次第で決

まっちゃうのが勿体無い。 

人事の産業保健への関与度次第

で大きく左右される産業保健体

制 

③-4 保健師 人事部にも所属しているんですけど、人事

との距離が近すぎてやりづらいなと思う

場面もあります。 

人事と産業医（産業保健スタッ

フ）との距離感が保てにくい現

状 

③-5 保健師 休職者への連絡で、人事の担当者がするの

か医療スタッフがするのかその辺が曖昧

なところがちょっと困っています。 

産業保健スタッフ内での役割が

明確化されていない現状 

③-6 保健師 人事の支配下なので、社風として偉い人の

意見が直で降りてきてみんなそれに従う

みたいな社風がある。 

人事所属であることの弊害 

③-7 保健師 一応（ハードルを下げるために）ヘルスケ

アメールというのを何回か全員の社員に

対して投げてはいるけど、どこまで効果が

あるのかはわからない。 

産業保健普及のための活動は行

うものの効果判定が十分行われ

ていない 
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③-8 保健師 ここは完全に人事の中に入っているので

支配されていますね、パワーがないです

ね、ほとんど。 

人事所属であると公正な立場で

産業保健業務に従事できない 

③-9 保健師 自分の立場を明らかにしたところで、結局

人事でしょと言われたりしますもんね。 

人事への良くないイメージ 

③-10 人事労務 第三者的な人に相談したいといったとき

には会社内で対策できる体制が整えられ

ているのかなと感じる。 

第三者的な立場で相談してもら

うような体制があまりない 

③-11 人事労務 人事担当者は多分、結局自分の本業とプラ

スαで動くことが多いと思うんです。突発

で（イベントが）起きるので常にその時間

を確保できているってわけでもない企業

が多いと思うんですよね。専任でやってな

い限りは。 

人事に重くのしかかる責任と業

務。産業保健専従の人事的な役

職が求められている。 

③-12 人事労務 社内で第三者という立場が必要なんです

よね。 

第三者的な立場の必要性 

③-13 保健師 職場を改善しようとか、拠点長だったり、

私だったり、リードしていきましたけど、

それが従業員さん一人一人に降りていっ

ているのか、問題はそういうところですね 

産業保健活動の効果判定まで十

分できていない現状 

③-14 保健師 異動が多い職場なので、志半ばで終わるみ

たいなというところはありますよね。 

上長の異動により産業保健体制

が長続きしない 

③-15 保健師 拠点長の役割は大きい。トップダウンとい 上長次第で異なる産業保健への
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いますか。 取り組む 

③-16 保健師 事業所ごとでもいい意味でも逆の意味で

も（産業保健活動の）特色が出ています。 

事業場毎で異なる産業保健活動

への取り組み 

③-17 保健師 （産業医によっては）あまり煩わしいのは

ちょっと違う先生にお願いしてとか言わ

れますね。メンタル系とか。 

産業医の性格やスタンス次第で

産業保健体制の命運が分かれる 

③-18 保健師 保健師さんの中でも多少スタンスは別れ

てくる。 

産業保健師も質にバラツキがあ

る 

③-19 産業医 問題になりやすいのはそういう働いてい

るけど調子が悪そうで、ちょっと色々と問

題は出てきているんだけど、本人はかかり

たがらない、そういうケースもあります。 

本人が面談を拒否している場合

の対処方法は難しい問題 

③-20 産業医 最悪なのは“お前行って来い”と、上司は

来ず、本人だけがくるというパターン。“ど

うしたんですか”と聞くと、“上司が来い

と言ったからきたんです、自分はよくわか

りません”と、その場合何もできなくてそ

のまま返すことになるので。 

ライン一体となった産業保健へ

の取り組みが必要 

③-21 産業医 一次予防的なところになると企業文化に

ものすごく大きく左右されますね。形だけ

やったところで効果を生みにくいといい

ますか。 

産業保健活動への取り組み（特

に一次予防に関して）は企業文

化に大きく影響される。 

③-22 産業医 （人事）担当者も一緒に連携しながらやり

ましょうという感じではない。会社によっ

て随分その辺は違う。 

人事担当者の産業保健活動への

スタンス次第で命運が分かれる 

③-23 人事労務 どうやって長時間減らして行くのかなと

いうのが大きな課題だなといつも思って

働き方改革と長時間労働への対

処を同時に行わなければならな
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いますが、とはいえ言い訳もできない状態

になって来ているので。 

い矛盾 

③-24 人事労務 働き方自体も割と最近フレックス制も導

入し始めて、長時間も減らしていこうと会

社的にも取り組み始めている。 

長時間労働は会社全体で取り組

まないと改善しない 

③-25 人事労務 （高ストレス者の中で）自分から面談受け

たいという人はいらっしゃらなくてなか

なかちょっと厳しいなとは思いました。強

制ではないので希望がなければ面談を増

やすのは難しいのかなと。 

ストレスチェックテスト後の面

談（希望）は依然として少ない

のが現状 

③-26 人事労務 （産業医の）先生をうまく生かしきってい

ないという話ですね。 

企業側と産業医との連携を密に

行う必要性 

③-27 人事労務 実際としては、1か月に 1回しか（産業医

面談）設定日が無いと、対応の遅れが出て

しまうのではないかと懸念しています。 

非常勤産業医では対応に遅れが

生じてしまう可能性がある 

③-28 人事労務 これを目指して行くにはどうしたらいい

のかというのも誰かが教えてくれるわけ

ではないのでとにかく手探りでとりあえ

ずやってはいるものの、他の会社がどうい

う風に衛生委員会とかを回して行く、健康

や衛生面をうまく維持するために活動し

ているのかというのは全くインターネッ

ト見ても全くそんなの落ちていないし多

分もっと良くなるやり方がるんだろうな

と思いつつも情報がないもので、というの

は常々思いますね。 

産業保健活動が自己流に陥って

いる現状。企業を超えた人事同

士で情報交換の場を設ける必要

性 

③-29 人事労務 経営層や、上司が産業医をはじめとする産

業保健の必要性をなかなか理解していな

い。 

経営層や部門長の意思により産

業保健活動が大きく左右され

る。 
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③-30 人事労務 産業医の滞在時間は 2時間程度で、健康診

断のチェックを一緒にやって、面談しよう

かとなったらもう時間ないよと言う感じ

ですね。 

嘱託産業医の時間的制約は大き

すぎる 

③-31 人事労務 一般的には相談窓口って機能、はもちろん

ありますし、あとは、健康相談、健康診断

とか診療所のスタッフとして産業医と事

前の情報収集とか、あとは面接対象者との

面談設定とか、あとは事後措置みたいなん

で定期的なフォローアップとか、カウンセ

リングをやったりとかですかね。いまは自

分がその一部を担っているという感じで

す。 

人事労務スタッフの役割増加 

③-32 人事労務 （休職中はこちらから定期的に状況確認

とかするんですか）そうですね、それも全

部僕がやっているんです。ワンオペで全部

これ大丈夫なのかと思うんですけど、そう

ですねただそんなに一人しかいないので

全然丁寧にできていない現状はあります。 

人事労務スタッフの役割増加

と、それらへの対応が限界に達

しつつある現状 

③-33 人事労務 ワンオペレーションで、私自身それ（産業

保健業務）ばかりやっているわけでないの

で、大変なんですよね。 

人事労務管理者の役割増加と、

それらへの対応が限界に達しつ

つある現状 

③-34 人事労務 やっぱり本来であれば職場の管理職を巻

き込んだりとか、そこに対する教育研修と

かそういったところで事前に変化をキャ

ッチできるような体制を整えないといけ

ないと思う。 

職場一丸となった産業保健対策

と呼ぼう早期発見のための教育

体制の必要性 

③-35 人事労務 産業医は常駐じゃないとわからないかも

しれないですけど、もっと会社のことを

色々知ってほしいなと思うことはあるし、

産業医と企業側の密な連携の必

要性 
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月 1回だと会社ってガラって動きが変わっ

てると思うので、もっと頻度を多くとか常

駐したりとかで会社のことをもっと知る

っていうことをやっていただきたい。 

③-36 人事労務 復職のタイミングは人それぞれバラバラ

だったりするのでそこは悩ましいと思っ

ていて、やっぱり月 2回前半と後半くらい

にないとその本人の復職したい希望の日

時くらいに調整するというのは難しい、困

難です。 

嘱託産業医の時間的制約は大き

すぎ、復職（時期）への影響も

否定できない。 

③-37 保健師 開業医の先生なので、あまり時間もないの

で実務でいってしまうと我々が判断して

るんですよ。で、先生に報告するってこと

も多いんですよ。 

時間的制約から産業医以外の産

業保健スタッフが産業医業務も

一部請け負っているという現状 

③-38 保健師 産業医は時間的に無理だということもあ

るので結果を報告するだけなんですよ 

時間的制約から産業医以外の産

業保健スタッフが産業医業務も

一部請け負っているという現状 

③-39 保健師 病院紹介も結構大変ですよ。いい先生がい

るところを紹介して、と来るんですよ。 

紹介する病院に明確な基準はな

く、産業医や保健師の個人的な

コネクションで繋いでいること

が多い 

③-40 保健師 （産業医や開業医同士の）横の連携があま

りないんですよ。 

産業医同士の繋がりが希薄 

③-41 保健師 安全衛生委員会は、うちは報告会なんです

よ。相互委員会というので厚生委員会、住

宅委員会とか、その中に安全衛生委員会と

いうのがあって産業医は出席していない

んです 

産業保健活動の方法が統一され

ていない 
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③-42 産業医 （時間的な制約はある）それは大きい。あ

とは心理的なハードル。 

産業医の時間的制約は大きい。

相談の心理的ハードルは依然と

して高い。 

③-43 産業医 チーム連携での課題は匿名性ですね。 多職種連携の推進により匿名性

や個人情報の問題はより厳格化

される必要性がある。 

③-44 産業医 完全な嘱託産業医として勤務している場

合、訪問時は安全衛生委員会、講話、巡視

を実施。保健師など専門職はおらず、主に

現場との衛生管理者とのやりとりのみで

す。 

中小規模事業所では保健師を選

任している事業所は少なく、衛

生管理者のみの場合が多い。 

③-45 産業医 ストレスチェックテスト や健康診断など

の面談は時間の制約上実施が困難です。 

嘱託産業医は時間の制約から十

分な産業保健活動を行えていな

い。 

③-46 産業医 小規模になればなるほど産業医面談利用

のハードルは高いのかもしれないと思い

ます。 

小規模になればなるほど産業医

面談へのハードルは高まる 

③-47 産業医 専門職は不在なので、衛生管理者が産業医

と社員の仲介役なので匿名性やプライバ

シー確保は困難な状況。ほとんど利用者は

いない。 

専門職が不在になるとプライバ

シー確保は難しくなる 

③-48 産業医 いつも思うのが割と面談が 1ヶ月に 1回と

いうと“じゃこういう風にしてこの人を誘

いましょう”となって、“わかりました”、

となって、“でも 1 ヶ月後でというと先で

すね”と言われたりしたので、ちょっとタ

イムラグがあるかなと思ったことはあり

ます。 

月 1の訪問だと業務（特に復職

に関して）が遅れる場合がある 

③-49 人事労務 年に何人か、数年に何人か、メンタルの不 予防的アプローチの需要の高ま
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調で休職する人もいるので、そういうこと

を未然に防ぐことも目標です。 

り 

③-50 人事労務 本人もそうですが、周りのチームメンバー

や上長もどうしたらいいのかということ

をざっくりでもわかってもらう、みんな認

識できていない状態もまだまだあると思

うので。 

本人だけでなくチームメンバー

や上司へも教育が必要 

③-51 人事労務 コンスタントに継続していかないとどう

しても下火になっちゃったりして、理解で

きていないことにもなってしまう。 

継続しないと根付かない 

③-52 人事労務 産業医との連携という意味では割と大丈

夫かなと思いますが、本人と現場の人たち

とだけで動いてしまうとなかなか私や産

業医が言っていることが適切に伝わらな

かったり、特に部署にはなかなか実際につ

たわらずコロコロと抜け落ちてしまう。 

産業保健活動が現場まで伝わっ

ているのか、効果判定がなかな

かできていない 

③-53 産業医 全社への通知方法はあるんですが、そこも

難しくて、ちゃんと見ている人見ない人、

仕事の内容によってメインで使うツール

がどういうものかというのも違うので、そ

のチームによって使い分けないといけな

い。 

使用ツールがバラバラなので全

体へ通知する方法がない 

③-54 産業医 自分がやる気があっても、人事労務スタッ

フや衛生管理者、職場が非協力的な場合も

ある。 

産業医がやる気があっても企業

側が非協力的な場合がある 

③-55 産業医 事業場によって温度差が違うし、やり方に

統一感がない。 

事業場ごとに温度差があり、取

り組み方にも一体感がない 

③-56 産業医 異動が多い職場なので、引き継ぎがそこま 優先順位が低いと引き継ぎもう
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でスムーズにいかない。 まく行われない 

③-57 産業医 彼ら（人事部）の中では健康面の優先順位

が低い。 

優先順位が低い 

③-58 産業医 滞在時間が制限されていることもあって

かあまりコミットできている印象はない。

言われたことをこなすだけといいますか。 

訪問時間が短いと、積極的に動

けないし、コミットできない 

③-59 産業医 あとは主管が力を入れていてもあまり支

店まで意識が改革されている印象はない。 

事業場により温度差がある。 

本店と支店の温度差（事業場ご

とに温度差がある） 

 

 

 

④産業保健活動を活性化するために行なっている工夫はありますか 

No. 職種 データ ラベル名 

④-1 産業医 最近取り組み始めたのは、いろいろな意味

合いもあるんですけど、睡眠時無呼吸症候

群の啓蒙とかですね。 

睡眠という身近な領域から啓蒙

活動していく 

④-2 産業医 社内イントラでお知らせして、来ていただ

く。あとは、健康教育の際にそういう機会

をいただく。 

社内掲示板などを用いて健康教

育を行う 

④-3 産業医 保健師さんへのメンタルヘルス教育とか

そういうのもやっていますね。担当した事

業所を見にいってもらうとか、あとは他事

業所から要望があったら、他の産業保健ス

タッフや産業医の先生を助けるというか

支援することもあります。 

産業保健スタッフへの勉強会も

必要 
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④-4 産業医 新入社員さんは全員うちの事業所内で新

入社員教育が行われて、健康診断を行う。 

企業内診療所を利用する口実を

作ることでハードルを下げる。 

④-5 産業医 外部の健康診断業者は高いので、健診はア

ウトソーシングだけど、やる場所はうちの

健康相談センター内。だから新入社員は絶

対うちの健康相談センターを使うという

ことと、もともと先に来ていた先生が健康

教育を 1時間か 2時間くらいでするので、

そういう流れもあって、何かあったら健康

相談センターにきたらいいという流れが

できている。何かあれば連絡は来やすいで

すよね。 

企業内診療所が受診しやすくな

るようなきっかけを提供してい

る 

④-6 産業医 会社側から求められて、社内報みたいなも

のに顔つきで自己紹介したり、動画を撮っ

て、社内 TVみたいなのにも定期的に出て

いる。 

産業医が顔つきで広報を行うこ

とで受診へのハードルを下げ

る。 

④-7 産業医 産業医から社員全員宛にメッセージを送

ります。 

相談しやすくなるようハードル

を下げる。 

④-8 人事労務 普段からのコミュニケーションとかある

んじゃないかな 

相談しやすいような環境づくり 

④-9 人事労務 ほぼ全員の顔と名前が分かり合えるよう

にしています。 

相談しやすいような環境づくり 

④-10 人事労務 抑止が大事だと思っているところもある

ので手前で会社内でできることとしてア

ンケートとか問題を拾っていくことを大

事にしている 

産業医に依存せず早期発見早期

介入できる産業保健体制を目指

している 

④-11 人事労務 （産業医不在時も）スカイプでも面談して

もらようにしています。 

産業医不在時にも柔軟な対応が

できている 
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④-12 人事労務 会社側からすると精神科医の先生がイコ

ール産業医なのはすごく安心感あります。 

産業医には精神科的な役割が求

められている 

④-13 保健師 ラインケアとか、セルフケア、熱中症予防

のセミナーを計画したり、がん予防、睡眠、

そういうセミナーを開催しています。 

保健師がセミナーを開催し、予

防にも力を入れている 

④-14 保健師 挨拶運動と一緒にバナナを配ったり、上野

動物園に避難所を確認しながら花見しに

いったりしています。 

保健師が職場づくりにも力を入

れている 

④-15 保健師 割と向こう（事業場）に行って、馬鹿話や

雑談をして来るので、それで社員ともコミ

ュニケーションが取るようにしています。 

日頃のコミュニケーションを行

うことで相談しやすい環境を作

っている 

④-16 保健師 （クリニックは）隠れた場所にあるので、

秘密が守られる。 

プライバシーを配慮できる場所

を作ることで相談しやすくなる 

④-17 保健師 職場のキーマンを巻き込んで色々取り組

みを去年はしたんですね。組合と拠点長だ

ったり、安全衛生推進者だったり私だった

り、だから意外とうまくいって。 

職場のキーマン次第で産業保健

への取り組みが左右される 

④-18 保健師 意見書が出るのと出ないのがあるので、出

るのが嫌なら健康相談として受けられま

すよ、と説明する。 

事後措置でもプライバシーには

十分配慮する 

④-19 保健師 プライバシーには十分配慮しています。 事後措置でもプライバシーには

十分配慮する 

④-20 保健師 “相談したいんです”、みたいにこっそり

相談しにきてくれる人に対してはいまの

話はあなたの承諾がない限りはこの部屋

から出て行きませんよ、と一人一人に言う

プライバシーに十分配慮してい

ることを言語化して伝える 



 105 

ことですかね。 

④-21 保健師 一応こういう臨床心理士の先生が月 2回き

てるよとお知らせすることはある。話を聞

いてもらってもいいんじゃない？とお勧

めをする。 

面談の際に心理カウンセラーの

存在を告知する 

④-22 産業医 何にもしてないね。個人的には気軽にきて

もらうというのもあるんだけどもっと一

次予防的な活動の方ももう少しエネルギ

ーを注げたらなとマインドフルネスのよ

うな介入を増やせればなと思っています。 

相談に気軽に来てもらうような

ネタを提供する。 

④-23 人事労務 産業医との面談が気軽にできますよとい

うのは社内ツールに記載するようにして

います。健康相談も大丈夫なので、と説明

をする。 

社内ツールで告知する 

④-24 人事労務 ストレスチェックについては皆さん受け

てくださいねと告知するときに、人事交換

には全く影響しないと決められているこ

となので、と伝えるようにして周知してい

ますし、社内ツールにもそういうので人事

交換に影響するのは禁じられていますの

でという風に書くようにしています。 

人事に影響しないというメッセ

ージことは一番重要かもしれな

い 

④-25 人事労務 あと気をつけているのは面談を設定する

ときに産業医面談を受けたことをあまり

知られたくないという人はいらっしゃる

ので、ウェブカレンダーの予定を非表示に

して他人から見えないようにしたり、あと

は面談の時に“この話はちょっと会社には

言わないでください”ということを面談中

に先生に伝えてくださいね、と、あとは”

言われたくない事とかあれば”それを面談

前に告知するようにしています。 

面談設定もあくまで非公開で、

ウェブカレンダーを用いたりす

る 

④-26 人事労務 以前は男性の先生だったので、個室でお話 産業医の性別も相談のハードル
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をする時に男性の先生と女性の社員だと

怖い方もいらっしゃるかなと思ったりし

て、（先生は）男性の方ですというのをメ

ールに入れるようにはしていました。 

を下げるのに必要か 

④-27 保健師 新入社員の説明するときに産業医として

自己紹介しているので、社員は把握、知っ

ています。 

できるだけ早期に、全員に産業

保健スタッフの存在を告知する

方法 

④-28 保健師 イントラネットでクリニックのことを告

知しています。 

社内イントラネットによる告知 

④-29 産業医 自分のプロフィールとか顔写真とか流し

ていいよと、会社内のメールとか。産業医

としての課題は心理的なハードルとかだ

ろうからそれを色々工夫している。 

顔がわかることで心理的ハード

ルも下がる可能性 

④-30 産業医 スカイプもそうだと思う。診察室とか会議

室に入って行くのを見られるのが嫌だと

いう人もいるだろうし、オンラインとか移

動とかできればだいぶハードル下がると

思う。 

あえてのオンライン面談が心理

的ハードルを下げる可能性 

④-31 産業医 巡視するときにできるだけ多くの人の顔

を見ながら回るとかそういう細かいとこ

ろはあるけど、全社員に向けての衛生講話

をしたところもある。 

産業保健スタッフの顔がわかる

ことで信頼性を高める。 

④-32 産業医 看護師さんをいかに利用するかがポイン

トかもしれない。 

産業保健師さんは産業保健活動

のキーパーソン 

④-33 産業医 ストレスチェックの匿名性確保について。

ニックネームの利用などを考えている。 

プライバシーに配慮した相談窓

口を作るよう工夫している 

④-34 産業医 4000 人の製薬会社では健康相談室自体を 産業保健スタッフを丸ごと委託
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外部に委託している。 することで中立性独立性を確保

している 

④-35 保健師 メルマガとか機関紙の発行だったりサイ

ネージとかですね 

社内ツールを使って産業保健ス

タッフの認知度向上に努めてい

る 

④-36 人事労務 衛生委員会とかで拾いきれないようなも

のは例えばランチ会とかでやってみてヒ

アリングするようにしています。 

カジュアルな場所で産業保健活

動を行ってみる 

④-37 人事労務 下手にスナック菓子を置くより、できれば

ヘルシーなものをおいてみようとか、お菓

子に限らずご飯が余ったらその日はおに

ぎりにして 50円とか 100円とかで夕方売

ってくれるとか、工夫をしてもらっていま

す。 

産業保健に興味を持てるような

きっかけを与える 

④-38 人事労務 自発的に出てくるそういう健康活動を極

力出せるように繋げられるようにサポー

トしています。 

産業保健に興味を持てるような

きっかけを与える 

④-39 産業医 できるだけ巡回時に職場の人に挨拶をす

ることで健康や産業保健スタッフの存在

を知ってもらう、相談へのハードルを下げ

ようとしている。 

日頃のコミュニケーションで相

談しやすい環境を作る 

④-40 産業医 主管に支店長の教育を徹底するようお願

いをする。 

衛生管理者にもばらつきが大き

い 

④-41 産業医 安全衛生委員会の時にできるだけ多くの

従業員を集める 

安全衛生委員会は活動の認知度

を社員に広める機会 
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⑤産業医を始めとする他の産業保健スタッフとの連携は十分だと思いますか？ 

No. 職種 データ ラベル名 

⑤-1 産業医 独立性とか公平性の担保は難しいですよね。

それは僕は永遠の課題だと思っているんで

す。人事の人は色々情報を欲しがるし。 

産業医の独立性・公平性の担保

は難しい 

⑤-2 産業医 カウンセラーさんの別会社から頼んでて毎週

半日くらいいる。でもそこはちゃんと連携し

ていない。1 回お会いしたことはあって、何

かあれば連携しましょうということにはなっ

てるけどあとは連携はない。 

契約部署が異なると産業保健

スタッフであっても連携が難

しくなる。 

⑤-3 産業医 人事には配慮するのとなるだけ毎月会ってほ

しいと言われていて、本当は産業医が大事な

ときの判断だけして、普段はカウンセラーさ

んに頼めばいいと思うんだけど。 

産業医とカウンセラーの棲み

分けが行われていない 

⑤-4 産業医 （カウンセラーはカウンセラーさんで従業員

を見ている）そっちはそっちで入って。うち

の会社はカウンセラーは基本的に秘密保持

で、人事は一切内容について聞かない。完全

に福利厚生としてやっている。産業医は、業

務上配慮が必要だったり、上司に伝えること

が必要だったりする場合には伝えている。 

産業医とカウンセラーの連携

が希薄 

⑤-5 産業医 個人的にはそこに保健師さんがもう一人入っ

た方がカウンセラーさんを一人減らして、同

じくらいのコストなら、保健師さんの方が

色々使えて、相談室みたいなのがあったほう

がいいんじゃないかと。 

保健師とカウンセラーは役割

が似ている 

⑤-6 産業医 産業保健の中というわけではないですが人事

労務関係、会社によるけど全く就業制限を守

らせる気がない会社はいくら言っても全然考

えてくれない。そもそもそれが事実上困難な

会社だったり、クリエイティブ系とかまさに。

産業医と人事労務スタッフと

のスタンスの差が連携にも影

響していく 
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どうにもならないケースとか、そういうとこ

との連携がちょっと難しかったりすることは

ある。 

⑤-7 産業医 他の会社はあまりやる気がなさそうだね人事

労務が。適当にポンと入れて来るような感じ

だし、なんかあの辺はよくわからない、担当

者も一緒に連携しながらやりましょうという

感じではない。会社によって随分その辺は違

う。 

産業医と人事労務スタッフと

の連携が十分行われていない

現状 

⑤-8 産業医 （人事から）方向性をどうしたいかとか、何

を求められているのかとか、全然わからない

まま面談に入ってくださいとか言われるの

で。 

産業医と人事労務スタッフと

のコミュニケーションが十分

じゃない 

⑤-9 産業医 たまにあるのは、“復職したので面談お願いし

ます”とか。復職判断もしないまま復職した

のでよろしくって、何したらいいんですか、

そもそも復職前にこっちに投げてよ、ってこ

ともあったったり。あとはこの社員はどうし

てもやめさせたくないのでフォローをお願い

しますとか、という人事からの一文だけで、

何をどうしたらいいのかわからないとか。 

産業医と人事労務スタッフと

のコミュニケーションが十分

じゃない 

⑤-10 産業医 （他の科の（産業医の）先生から紹介される

こともあリますか）ありますね。 

産業医同士の連携が希薄 

⑤-11 産業医 （連携はスムーズに行えていますか）そうね、

向こうの先生がどう思っているかはわからな

いけれどまあでもこれは一回先生診てくださ

いという時にはそのまま予約を入れられてい

て、行くと予約の中にそういう人が入ってい

る、ということはちょくちょくあります。 

産業医同士の連携が希薄 

⑤-12 保健師 なぜ連携がないのかはよくわからない。そこ

までの事例がないからかもしれないか、あっ

人事労務スタッフとカウンセ

ラーは割と連携しているパタ
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ても臨床心理士の人と人事とで解決している

のか、あんまりそこに産業医の先生や保健師

が入ることは見たことがない。 

ーンが多い 

⑤-13 人事労務 そうですね、いまの契約をしている産業医さ

んは産業医選任ということもあるので、割と

メールでのやり取りがしやすかったりしま

す。 

産業医と人事労務スタッフと

の連携が産業保健活動へ影響

する 

⑤-14 人事労務 先生が答えられないときにはその会社の中

に、会社をされている方がそもそも産業医な

ので、すごくその会社自体も信念持ってやっ

ているので、基本何を質問しても返ってくる。 

産業医と同じくらい、派遣会社

との連携も重要である 

⑤-15 人事労務 産業医の先生に直接コンタクトが取れないの

で、派遣会社を介して連絡をしているので不

便だなと感じることもある。日程を調整する

ときとかも会社を介して先生とやりとりしな

きゃいけなくて。毎月第三月曜日の何時とか

って決まっているんですけど、そこが難しく

なった時に候補をいくつか伝えるんですけ

ど、先生も候補をいくつか出していかないと

いけないのでそういう時に、直接やりとりが

できないので不便です。 

派遣会社を介してでなく、直接

産業医とやりとりができるか

が重要 

⑤-16 人事労務 あとはこういうことに関する資料が手元にあ

るのでそれを皆さんに周知してください、そ

れを先生が送ってくださる時にパッと直接先

生からもらえたらいいのにと思うんですけ

ど、毎回会社を介さないといけなかったりと

か。 

企業側が産業医と直接やり取

りできない 

⑤-17 人事労務 （あとは他の部署のマネージャー層、人事労

務など別の部署とのやり取りはありますか）

衛生委員会にはマネジメントが入ってくれて

いるので何かあったときはそこで対応しても

らうようにしている。面談をちょくちょく行

安全衛生委員会にマネジメン

ト層を入れることで対象社員

のパフォーマンスや就業状態

なども把握しやすくなる 
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ってもらうとか仕事の内容に関して本人の希

望があればヒアリングしてもらうとか、そう

いうことはしてもらう。 

⑤-18 人事労務 （衛生員会には）営業全体を見る立場の人も

入っているので実際の仕事の状況とかもわか

るので（パフォーマンス）最近ちょっと成績

が出せていないとか、長時間が続いていると

か、そういうことを確認してもらえる状況で

はある。 

安全衛生委員会には管理監督

者にも出席してもらい、対象者

の成績や近況をシェアしてい

る 

⑤-19 人事労務 産業医同士の連携が行われていない。 産業医同士の連携が希薄であ

る 

⑤-20 人事労務 産業医と人事労務スタッフの連携が少ない 産業医と人事労務スタッフの

連携が希薄である 

⑤-21 保健師 先生同士の話は一切ないですね。これは僕の

専門外だから、これ僕わからないから、みた

いな感じです。 

産業医同士の連携が希薄であ

る 

⑤-22 保健師 足りてない部分もあるかと思うんですけど、

この日誌でなんとかお互いその場にいないこ

とも把握はできている。 

共通のツールを用いることで

連携が活性化される 

⑤-23 人事労務 産業医とは連携は十分。産業医不在時はメー

ルでやりとりしますね。 

産業医不在時には直接メール

でやり取りをする 

⑤-24 人事労務 都合つけばプラスアルファ請求していただく

ので構いませんということで、途中のタイミ

ングできてもらうこともありました。 

必要であれば緊急で産業医を

呼ぶこともできる 

⑤-25 人事労務 開業医だしお忙しいいのでなかなか密なコミ

ュニケーションが取れないままでいた。 

産業医が開業医だとなかなか

時間が取れない 

⑤-26 産業医 他の主管との産業医の連携はない。人事を経

由してやりとりをするのみ。 

同じ会社でも産業医同士のコ

ミュニケーションは皆無 
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⑤-27 産業医 衛生管理者はいるが、支店長と兼ねていて、

訪問時は不在の場合が多い。その際に議事録

の場所などがわからなくなることもある。 

衛生管理者と支店長が兼務な

ので訪問時にも出張等で不在

のことが多い 

⑤-28 EAP業者 （会社側とは）契約した部署の上司としかや

りとりはしてないです。 

産業保健スタッフと EAPとの

連携が不十分 

⑤-29 産業医 事前に支店長には産業医訪問時に持参するも

のを派遣会社から伝えてもらうようにしてい

る。 

訪問時にはあらかじめ連絡を

し準備してもらう 

⑤-30 産業医 人事労務スタッフとは（産業医）派遣会社を

介してやりとりをすることがある。 

人事労務は産業医派遣会社を

介して産業医とやりとりをす

る 

⑤-31 保健師 先生は診療のお昼休みに来ているので健診対

象の選定とかはもう自分たちでやっていま

す。 

開業医だと訪問時間が限られ

る 

⑤-32 EAP業者 産業医とは紙面でのやり取りだけです。 EAP と企業側とのやり取りは

少ない 

 

 

 

 

⑥ 産業医不在時の従業員対応について何か対策は検討していますか？ 

No. 職種 データ ラベル名 

⑥-1 EAP業者 人事とかが（産業医が）いない前提で色々

と対応してくれているみたいだけど、いざ

何かあった時には保健師さん経由でメー

ルや電話がくるということがあったりし

ます。そう滅多とないけど、メールは年に

数回くらいかな。 

産業医不在時には保健師経由

で企業から EAP 業者にメール

や電話がくる 

⑥-2 保健師 突然具合が悪い人が現れた場合には、一人

では対応が難しいと思います。なんとか

産業医不在時には、保健師が対

応をする 
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（保健師が）3人いるので他の方の経験で

補たらと思いますが、私一人だったらやっ

ぱり急病人の対応は難しいなと思います。 

⑥-3 保健師 あと私たちの存在がうまく周知できてい

ないからか今まで飛び込みの相談が多い

わけではないので先生がいらっしゃらな

い日でもそんなにめちゃくちゃ困るとい

うわけでもない。 

産業保健スタッフの認知度が

低いと相談も少ない 

⑥-4 人事労務 先生が答えられないときにはその会社の

中に、会社を経営されている方がそもそも

産業医なので、すごくその会社自体も信念

持ってやっているので、基本何を質問して

も返ってくる。 

産業医派遣会社と企業側人事

との相性は大切 

⑥-5 人事労務 （月 1 回以外で緊急時にきてくださるこ

ともありますか？）面談がこの日のこの時

間でどうしてもお願いしたいというとき

もある。もちろんスケジュールは調整する

んですけど。あらかじめいついつのこれが

空いてますみたいな情報をくださるので、

それで調整します。 

必要に応じ柔軟に産業医訪問

日を調整してくれる 

⑥-6 保健師 （産業医が）いなくて困ったな、はあまり

ない。 

（いらしてない時に問題が発生したとか

は）ありますね。病院受診したほうがいい

かなという相談があって、私は判断できな

いので産業医の先生にメールで、こういう

相談のかたが来ているんですが、何か受診

させたほうがいいですか、とか、あとは電

話で聞きます。 

産業医不在時、緊急時には保健

師経由で電話やメールでやり

とりをする 

⑥-7 保健師 人事部長が望んでいる産業医は自分の代

わりに相談に乗ってくれる産業医、最初か

ら相談に入ってもらいたい。 

産業医が機能しないと人事労

務が健康相談を受けることに

なる 
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⑥-8 保健師 （産業医不在の時は）私たちが対応して、

ナートが必要な場合には一緒に病院まで

行き。救急車も一緒に乗る。結果を聞いた

から、家族が来てから引き渡してから帰

る。 

産業医不在時には保健師が傷

病の対応する 

⑥-9 産業医 不在時の対策はなし。不在時は産業医派遣

会社につながるようになっているがそこ

まで緊急の案件はなかった。 

産業医不在時に何かあったと

きには産業医派遣会社に相談

することになっている 

⑥-10 産業医 必要時は産業医派遣会社からメール連絡

がくることもあるが基本的にそれはない 

産業医不在時で必要時には産

業医派遣会社を介して連絡が

くる 

 
 

 
 
 
⑦ 外部相談窓口（EAP：従業員支援プログラム）や特定の医療機関との業務提携はありますか？ 

No. 職種 データ ラベル名 

⑦-1 産業医 EAPと契約しているところもいくつかある。

衛生員会の最初に EAPの利用状況何人です、

みたいなのを報告してくれるところもあれ

ば、契約しているけど直接社員が相談を申し

込むし会社にフィードバックもないから全く

状況がわからないところもある。 

EAPによって企業側との関わ

り方が大きく異なる 

⑦-2 産業医 顔が見えると違う気がするよね、EAPという

横文字の電話でしか対応しないような。もっ

と親しみやすいようになった方が。 

EAP会社は顔が見えると利用

率がより上がるかもしれない 

⑦-3 EAP業者 入院が必要なケースもあるし、あとは発達障

害の検査をしたい時とかはの自院の外来でや

ってもらったりしています。 

医療系 EAP だと病院への紹

介がスムーズ 

⑦-4 EAP業者 他にかかっているんだけど合わないから紹介 主治医と産業医とでは役割分
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してくれって言われて自院を紹介することも

ある。その時は自分は主治医はやらずに、別

の先生が主治医として対応する。会社の時は

自分が診る。 

担が必要 

⑦-5 産業医 軽い鬱とか睡眠障害でというときは普通に

（企業内診療所で）治療するんだけど、休む

となれば主治医は外部に出して、外部の先生

にかかってもらうようにして復職判断とかは

自分がする、と言った切り分けをしています。 

主治医と産業医とでは役割分

担が必要 

⑦-6 保健師 医療機関を紹介することはありますね。精神

科の場合の方が多いです。 

連携をしてなくて、先生の個人的なつながり

です。あの先生はいい、とか。あの先生と僕

は知り合いだから紹介状書くね、とか。 

メンタル系の相談は専門機関

に紹介するケースが多い。紹

介先は産業医の個人的なつな

がりに委ねられている 

⑦-7 保健師 どこかの EAP 会社と契約しているというこ

とはない。強いて言えば月に一回来ている臨

床心理士の先生。でもそれは人事部が別途契

約をしている。 

EAPとは契約せず心理カウン

セラーと契約している企業も

ある 

⑦-8 人事労務 特定の病院に紹介したりは基本やってなく

て、メンタル系のうつ病とかだと、リワーク

プログラムがしっかり組まれているような病

院、認定されている病院などをデータベース

で探す。 

紹介先はネット上のデータベ

ースを参照し、リワークプロ

グラムを行っている病院を選

ぶ 

⑦-9 人事労務 治療も含めて、リワークプログラムを扱って

いる病院のデータベースがあるのでちょっと

深刻な場合にはそういうのに紹介する場合も

ある。ただ、行っても医師と合う合わないは

ありがちなので、基本は自分の通いやすいと

ころ、相性を見てもらうのを自分で探しても

らう。 

基本は本人が通いやすい病院

を自分で探してもらう 

⑦-10 人事労務 よほど紹介してくれと言われた場合には探し

ますがそんな状況はほとんどなかった。あと

医療機関の紹介先はあくまで

産業医の個人的なネットワー
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は今の産業医のネットワークで、まずは予約

なしで行けるところとかいうリクエストがあ

った場合に、紹介してもらったりする。 

クに委ねられる傾向にある 

⑦-11 人事労務 結構メンタル系のクリニックって受診するの

ハードル高いじゃないですか 

メンタル系クリニックの受診

依然としてハードルが高い。

予約なしでいける心療内科受

診率が高い。 

⑦-12 人事労務 それぞれの拠点で特定の医療機関と提携して

いる。 

それはその地域の病院だったり、基本的には

各自分のお店のある都道府県で契約をしてい

るところがあってそこに行っています。 

定期健康診断は特定の医療機

関と提携している場合が多

い。 

⑦-13 人事労務 産業医不在時に体調が急激に悪くなったとい

うことはなかったですが、そこまで悪いとも

うお医者さんにいかれているんだろうなと私

は思います。 

産業医不在時の対応はあまり

重要視していない 

⑦-14 保健師 風邪ひいたときには産業医の出身の大学病院

に紹介状を書く場合が多いですね。 

医療機関の紹介先はあくまで

産業医の個人的なネットワー

クに委ねられている 

⑦-15 保健師 EAPとは契約していないので、公的な窓口の

紹介だけですね、ホットラインとか、相談と

か 

EAPとは契約していない場合

には、公的な相談窓口を紹介

するケースがある 

⑦-16 保健師 EAPとは契約していますが実際に使っている

人は東京（支社）ではいないです。各自心療

内科に受診してしまったりとか、休職してし

まったりが多いですね。 

EAPとは契約しているが、実

際の利用率は皆無。相談以前

に心療内科の受診や休職に移

るケースが多い。 

⑦-17 人事労務 五反田時代は（産業医は）近く内科の開業医

でもあったことから、なんかの時にパッと行

きやすければいいのかなというのもあって契

約していたんですけど、とはいえ別にうちの

社員だからということで安くなるわけじゃな

いし、会社全体のことをそんなに把握して診

開業医に産業医を頼んだとこ

ろで受診時に優遇されるわけ

ではない 
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察してくれていたわけじゃないので、そこに

（近隣の開業医）こだわる必要はないんだな

ということを実感しました。 

⑦-18 人事労務 開業している先生はどうしてもそちらがメイ

ンになってしまうので。 

開業医に産業医業務を頼んで

いる場合は多忙であまり見て

くれない 

⑦-19 産業医 EAPとは契約しています。ポスターも貼って

あるが、利用した人はほとんどいないと思う。 

安全衛生委員会等でお知らせすることはあ

る。 

EAPの利用は皆無。安全衛生

委員会で告知をする。 

⑦-20 産業医 医療機関との提携もなく、各自見つけてもら

う。 

医療機関とは提携がなく、従

業員自ら探してもらう 

⑦-21 産業医 そもそも EAPの存在を知らないのでは？ EAPの利用以前に存在が知ら

れていない 

⑦-22 EAP業者 電話でカウンセリングはするが、特に効果ま

では追ってないです。 

EAPと契約するも効果判定が

十分行われいない 
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